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「
第
十
の
お
き
て
」

「
他
人
の
財
産
を
貪
り
求
め
て
は
な
り
ま
せ（
一
）ん

。」

　

第
七
の
お
き
て
は
人
に
盗
む
こ
と
を
禁
じ
て
い
ま（
二
）す

。
そ
れ
は
全
体
的

に
見
て
外
的
行
動
の
次
元
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
ま（
三
）す

。
こ
の
第
十
の

お
き
て
は
そ
れ
に
加
え
て
盗
む
こ
と
を
願
望
や
欲
求
の
生
ず
る
根
源
の
場

に
お
い
て
絶
ち
切
ろ
う
と
い
う
も
の
で（
四
）す

│
│
こ
の
「
貪
り
求
め
る
」
と

い
う
語
は
第
九
の
お
き
て
の
「
願
い
求
め
る
」
と
い
う
語
と
同
じ
意
味

で（
五
）す

│
│
。
財
産
は
人
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で（
六
）す

。

し
か
し
自
分
が
財
産
を
持
つ
正
当
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
、

よ
く
よ
く
吟
味
す
る
こ
と
で（
七
）す

。
正
当
性
が
備
わ
っ
て
い
る
状
態
で
こ
の

世
界
に
あ
る
莫
大
な
富
を
手
に
入
れ
よ
う
と
願
い
求
め
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
人
格
の
高
潔
さ
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
に
は
至
り
ま

せ（
八
）ん

。
し
か
し
正
当
性
が
欠
如
し
て
い
る
状
態
で
塵
あ
く
た
ほ
ど
の
僅
か

な
も
の
を
願
い
求
め
た
と
し
て
も
、
不
当
な
取
得
と
見
な
さ
れ
ま（
九
）す

。
他

人
の
財
産
を
願
い
求
め
る
こ
の
よ
う
な
思
い
を
防
ぎ
止
め
な
い
わ
け
に
は

行
き
ま
せ（
十
）ん

。

　

或
る
人
が
尋
ね
ま
し
た
。

　
　
　

主
な
る
神
様
は
財
産
と
異
性
へ
の
願
望
に
つ
い
て
ね
ん
ご
ろ
に
教

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
他
の
八
つ
の
お
き
て
の
場
合
、

そ
れ
ら
の
願
望
に
つ
い
て
教
え
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
何
故
な

の
で
し
ょ
う（
十
一
）か

。

　

こ
れ
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。
人
と
い
う
も
の
は
財
産
と
異
性
に
対

し
て
容
易
に
う
つ
つ
を
抜
か
す
も
の
で
す
が
、
他
方
そ
れ
ら
に
対
す
る
願

望
を
押
し
留
め
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
な
の
で（
十
二
）す

。

　

さ
ら
に
ま
た
こ
の
両
者
の
願
望
は
す
べ
て
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
の
根
幹
を
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な
す
も
の
な
の
で（
十
三
）す

。
こ
の
お
き
て
が
ひ
と
た
び
確
立
さ
れ
ま
す
と
、
欲

望
は
減
り
心
は
清
浄
に
な
り
ま（
十
四
）す

。
心
が
清
浄
に
な
れ
ば
も
ろ
も
ろ
の
欲

心
は
自
ず
と
消
滅
す
る
も
の
で（
十
五
）す

。
こ
う
い
う
わ
け
で
も
ろ
も
ろ
の
お
き

て
は
自
ず
と
守
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で（
十
六
）す

。

　

或
る
人
が
ま
た
尋
ね
ま
し
た
。

　
　

国
家
の
定
め
た
法
律
は
た
だ
外
的
行
為
だ
け
を
慎
む
よ
う
に
求
め
る

だ
け
で
す
。
そ
れ
は
内
的
願
望
を
慎
む
よ
う
に
求
め
て
い
ま
せ（
十
七
）ん

。

そ
う
で
あ
る
の
に
ど
う
し
て　

主
な
る
神
様
お
独
り
だ
け
が
内
的
願

望
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
手
加
減
す
る
こ
と
な
く
お
求
め
に
な
ら
れ
る

の
で
す（
十
八
）か

。

　

こ
れ
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。
国
内
に
制
定
さ
れ
て
い
る
法
は
そ
の

大
本
に
お
い
て
外
的
行
為
を
正
し
く
導
く
こ
と
を
役
目
と
す
る
も
の

で（
十
九
）す

。
そ
れ
は
心
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
生
じ
よ
う
と
す
る
人
の
思
い
を
照

ら
し
出
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま
せ（
二
十
）ん

。
で
す
か
ら
そ
れ
は
ま
た
隠
れ
た

思
い
を
禁
じ
る
ま
で
に
も
至
っ
て
い
ま
せ
（
二
十
一
）ん

。
た
だ

主
な
る
神
様
の
御

教
え
だ
け
が
も
っ
ぱ
ら
内
面
を
正
し
く
整
え
る
こ
と
を
取
り
扱
っ
て
い

ま（
二
十
二
）

す
。
主
な
る
神
様
は
そ
の
上
全
能
の
お
力
に
よ
っ
て
人
が
本
当
に
思
っ

て
い
る
こ
と
を
こ
と
ご
と
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
で
（
二
十
三
）す

。
こ
う
い
う
わ
け

で
願
望
や
欲
求
に
関
す
る
い
ま
し
め
の
場
合
、
主
な
る
神
様
に
よ
っ
て
一

層
踏
み
込
ん
だ
形
で
手
加
減
な
し
に
求
め
ら
れ
る
の
で
（
二
十
四
）す

。

注

（
一
）  

原
文
は
「
毋
貪
他
人
財
物
」（
二
十
四
葉
裏
）。
こ
れ
は‘D

ecalogus 
seu D

ei m
andata’

の
中
の“

10º non concupisces eius bona.”

（Catechism
us Catholicus, cura et studio Petri Cardinalis 

G
asparri concinnatus, decim

a editio, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1933, p. 24

）
に
当
た
る
。
動
詞‘concupisces’

は
直
接

法
二
人
称
単
数
未
来
形
で
あ
る
。
動
詞‘conc upisco’

の
語
義
は
田
中

秀
央
編
『
増
訂
新
版　

羅
和
辞
典
』（
研
究
社
、
一
九
六
六
年
）
で
は

「
熱
望
す
る
、
要
求
す
る
」（
一
三
五
頁
）
で
あ
り
、
水
谷
智
洋
編
『
改
訂

版　

羅
和
辞
典
』（
研
究
社
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
「
熱
望
〔
渇
望
〕
す

る
」（
一
四
三
頁
）
で
あ
り
、
國
原
吉
之
助
著
『
古
典
ラ
テ
ン
語
辞
典
』

（
大
学
書
林
、
二
〇
〇
五
年
）
で
は
「
強
い
欲
望
を
抱
く
、
し
き
り
に

（
激
し
く
）
欲
す
る
、
切
望
す
る
」（
一
三
七
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語

義
を
参
照
し
て
直
訳
す
れ
ば
、「
あ
な
た
は
彼
の
財
産
を
強
く
欲
し
て
は

な
ら
な
い
。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 

　

動
詞‘conc upisco’

の
語
義
は
、『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド　

ラ
テ
ン

語
辞
典
』（P. G

. W
. G

lare ed., O
xford Latin D

ictionary, 1982

）

に
よ
れ
ば‘To conceive a strong desire for, desire ardently, 

lo ng for, covet.’

（p. 392

）
と
あ
る
よ
う
に
、
動
詞‘desidero’

の

語
義
が
四
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
一
つ
し
か
な
い
。
ま

た
そ
れ
は
ル
イ
ス
（Charlton T. Lew

is

）・
シ
ョ
ー
ト
（Charles 

Short

）『
ラ
テ
ン
語
辞
典
』（A

 Latin D
ictionary, 1879

）
に
よ
れ

ば
、‘to lo ng m

uch for a thing, to be very desirous of, to 
covet, to aspire to, strive after (class. in prose and poetry ).’

（p. 405

）
で
あ
る
。

 

　

こ
れ
ら
二
冊
の
羅
英
辞
典
に
挙
げ
ら
れ
た‘conc upisco’

の
語
義
の

中
で
共
通
す
る
も
の
は‘lo ng for’

と‘covet’

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
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前
者
の‘lo ng for’

は‘desidero’

の
最
大
公
約
数
的
な
語
義
で
も

あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、‘conc upisco’

に
特
有
の
語
義
は
後
者
の

‘covet’

に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の‘covet’

の
語
義
は
第
九
版
の
Ｃ
．Ｏ
．Ｄ
．に
よ
れ
ば
、“desire greatly (esp. 

som
ething belonging to another person )”

（p. 310

）
と
あ
る
よ

う
に
、
或
る
も
の
、
と
り
わ
け
他
者
に
属
す
る
も
の
を
甚
だ
し
く
欲
し
求

め
る
こ
と
で
あ
る
。
同
辞
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る“

coveted her 
friend’s earring”

（p. 310

）
と
い
う
用
例
が
そ
の
特
徴
を
際
立
た
せ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
島
村
盛
助
・
土
居
光
知
・
田
中
菊
雄
『
岩
波

英
和
辞
典
（
新
版
）』（
一
九
五
八
年
）
で
は
、「
切
望
す
る
；
（
人
の
物

を
）
む
や
み
に
ほ
し
が
る
。」（
二
〇
〇
頁
）
と
記
す
。
果
た
し
て
第
十
戒

の
英
訳
文
は
、“You shall not covet anything that belongs to 

your neighbor.”

（‘C
om

m
andm

ents of G
od’, Robert C

. 
Broderick ed., The Catholic Encyclopedia, revised and 
updated edition, Thom

as N
elson Publishers, 1987, p. 124

）

と
あ
る
よ
う
に
、
動
詞
は‘covet’

を
用
い
て
い
る
（
第
九
戒
の
英
訳

文
も
動
詞
に‘covet’

を
用
い
る
〔
同
書
、
同
頁
〕
が
、
事
情
は
異
な

る
も
の
が
あ
ろ
う
）。

 

　

こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
か
ら
、
動
詞‘conc upisco’

は
内
包
す
る
意
味

の
幅
が
狭
く
、
自
ず
と
一
つ
の
語
義
に
収
束
帰
着
す
る
も
の
だ
と
言
え
そ

う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
第
九
戒
の
動
詞‘desidero’
の
場
合

の
よ
う
に
羅
英
辞
典
に
記
載
さ
れ
た
用
例
を
原
典
に
遡
っ
て
確
か
め
る
作

業
を
行
な
わ
ず
に
、
ヴ
ル
ガ
タ
の
中
に
見
ら
れ
る‘conc upisco’

の
用

例
をBonifatius Fischer O

SB, N
ovae Concordantiae Biblorum

 
Sacrorum

 Iuxta V
ulgatam

 Versionem
 C

ritice Editam

（From
m
ann-H

olzboog, 1977

）（
愛
知
大
学
豊
橋
図
書
館
所
蔵
）
の

Tom
us I: A ‒C

の‘conc upisco’

の
項
目
（
八
七
一
頁

－

八
七
二
頁
）

に
拠
っ
て
探
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
同
索
引
に
は
旧
約
と
新
約
を
合
わ

せ
て
全
部
で
四
十
の
用
例
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

 

　

手
許
の
ヴ
ル
ガ
タ
（
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ー
ナ
版
）
の
中
か
ら
第
十
戒
と
同
じ

く
名
詞
を
目
的
語
に
取
る
も
の
を
挙
げ
て
み
る
。
第
一
が“

N
on 

concupisces dom
um

 proxi m
i tui:”

（Ex odus 20: 17

）（
下
線
は
訳

者
注
。
以
下
同
じ
）
で
あ
り
、
第
二
が“

N
on concupisces uxorem

 
proxi m

i tui:” （Deuteronom
ium

 5: 21

）で
あ
り
、第
三
が“

Sculptilia 
eorum

 igne com
bures:non concupisces argentum

 et aurum
, 

de quibus facta sunt,”

（Deuteronom
ium

 7: 25

）
で
あ
り
、
第
四

が“
Tu scis D

om
ine, quia num

quam
 concupi vi virum

, et 
m
undam

 servavi anim
am

 m
eam

 ab om
ni concupiscentia.”

（Tobias 3: 16

）
で
あ
り
、
第
五
が“

Et concupiscet rex dec orem
 

tuum
, quoniam

 ipse est D
om

inus D
eus tuus, et adorabunt 

eum
.”

（Ps alm
us 44: 12

）
で
あ
り
、
第
六
が“

N
olite sperare in 

iniquit ate, et rapinas nolite concupiscere.”

（Ps alm
us 61: 11

）

で
あ
り
、
第
七
が“

Ecce concupi vi m
andata tua; in aequitate 

tua vivifica m
e.”

（Ps alm
us 118: 40

）
で
あ
り
、
第
八
が“

N
on 

concupiscat pulchritudinem
 eius cor tuum

, nec capiaris 
nutibus illius:”

（Pro verbia 6: 25

）
で
あ
り
、第
九
が“

Concupiscite 
ergo serm

ones m
eos; diligite illos, et habebitis disciplinam

.”

（Sapientia 6: 12

）
で
あ
り
、
第
十
が“

Praeoccupat qui se 
concupi scunt, ut illis se prior ostendat.”

（Sapientia 6: 14

）
で

あ
り
、第
十
一
が“U

t illi qu idem
, concupiscentes escam

 propter 
ea q uae illis ostensa et m

issa sunt, etiam
 a necessaria 

concupiscentia averterentur.”

（Sapientia 16: 3

）
で
あ
り
、第
十
二

が“
Fili, concupiscens sapientiam

, conserva iustiti am
, et Deus 

praebebit illam
 tibi.”

（Ecclesi asticus 1: 33

）
で
あ
り
、
第
十
三
が

“
N
on enim

 concupiscit m
ultitudinem

 fillorum
 infidelium

 et 
inutilium

.”
（Ecclesiaticus 15: 22

）
で
あ
り
、第
十
四
が“

Transite 
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ad m
e, om

nes qui concupiscitis m
e, et a generationibus m

eis 
im
plem

ini;”

（Ecclesiaticus 24: 26

）
で
あ
り
、
第
十
五
が“

N
e 

respicias in m
ulieris speciem

, et non concupiscas m
ulierem

 
in specie.”

（Ecclesiasticus 25: 28

）
で
あ
り
、
第
十
六
が“

Et 
concupierunt agros, et violenter tulerunt;

（M
ichaea 2: 2

）
で

あ
り
、
第
十
七
が“

D
ixitque ad populum

: non concupiscatis 
spoila; quia bellum

 contra nos est,”

（I M
achabaeorum

 4: 17

）

で
あ
り
、
第
十
八
が“

Et vituperavit eum
, proptera quod 

concupierat regnum
 eius.”

（I M
achabaeorum

 11: 11

）
で
あ
り
、

第
十
九
が“

Ego autem
 dico vobis: quia om

nis qui viderit 
m
ulierem

 ad concupiscendum
 eam

, iam
 m

oechatus est eam
 

in corde suo.”

（Secundum
 M

atthaeum
 5: 28

）
で
あ
り
、
第
二
十

が“
Argentum

, et aurum
, aut vestem

 nullius concupi vi, sicut 
ipsi scitis: quoniam

 ad ea q uae m
ihi opus erant, et his qui 

m
ecum

 sunt, m
inistraverunt m

anus istae.”

（A
ctus 

Apostolorum
 20: 33

）
で
あ
り
、
第
二
十
一
が“

sicut m
odo geniti 

infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite: ut in eo 
crescatis in salutem

:”

（I Petri 2: 2

）
で
あ
る
。

 

　

こ
れ
ら
の
ヴ
ル
ガ
タ
に
お
け
る‘conc upisco’

の
用
例
を
通
し
て
見

る
と
、
対
象
と
な
る
目
的
語
に
は
正
と
負
の
別
種
の
心
象
を
も
た
ら
す
語

が
列
な
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
の
う
ち
、
動
詞
と
目
的
語
の
語
順
を
訳
の
上

に
映
し
出
し
て
い
る
も
の
を
新
共
同
訳
聖
書
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
聖
書
研

究
所
訳
注
『
聖
書
』
の
中
に
探
し
て
み
る
と
、
動
詞
は
前
者
の
場
合
に
は

「
欲
し
て
」、「
慕
う
」、「
望
み
続
け
」、「
熱
心
に
求
め
」、「
熱
望
す
る
」、

「
考
え
る
」、「
む
さ
ぼ
っ
た
」、「
慕
い
求
め
」
な
ど
で
あ
り
、
他
方
後
者

の
場
合
に
は
「
欲
し
が
っ
て
」、「
貪
り
求
め
て
」、「
欲
し
が
り
」、「
慕
っ

て
」、「
切
に
求
め
」、「
欲
す
る
」、「
渇
望
し
て
い
た
」、「
貪
っ
た
」
な
ど

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
動
詞‘conc upisco’

は
対
象
へ
の
強
い
志
向
性
を

有
す
る
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
第
九
戒
の
動
詞

‘desidero’

と
重
な
る
よ
う
に
見
え
る
。

 

　

次
に‘conc upisco’

が
目
的
語
を
伴
わ
な
い
用
例
に
つ
い
て
挙
げ

て
み
る
。
第
一
が“Vidi enim

 inter spolia pallium
 coccineum

 
valde bonum

, et ducentos siclos argenti, regulam
que 

auream
 quinquaginta siclorum

: et concupiscens abstuli, et 
abscondi in terra contra m

edium
 tabernaculi m

ei, 
argentum

que fossa hum
o operui.”

（Iosue 7: 21

）
で
あ
り
、
第

二
が“Tota die concupiscit et desiderat; qui autem

 iustus est 
tribuet, et non cessabit.”

（Pro verbia 21: 26

）
で
あ
り
、
第
三
が

“
Q
uid ergo dicem

us? lex peccatum
 est? A

bsit. Sed 
p
eccatu

m
 n

o
n
 co

gn
o
vi, n

isi p
er legem

: n
am

 
concupiscentiam

 nesciebam
, nisi lex diceret: N

on 
concupisces.”

（Ad Rom
anos 7: 7

）で
あ
り
、第
四
が“

Caro enim
 

concupiscit adversus spiritum
: spiritus autem

 adversus 
carnem

: haec enim
 sibi invicem

 adversantur: ut non 
quaecum

que vultis, illa faciatis.”

（Ad G
alatas 5: 17

）
で
あ
り
、

第
五
が“

concupiscitis, et non habetis: occiditis, et zealatis: 
et non potestis adipisci: litigatis, et belligeratis, et non 
habetis, propter quod non postulatis.”

（Iacobi 4: 2

）
で
あ
る
。

 

　

こ
れ
ら
の
用
例
に
対
応
す
る
新
共
同
訳
聖
書
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
聖
書

研
究
所
訳
注
『
聖
書
』
の
箇
所
は
、
前
者
の
場
合
で
は
「
欲
し
く
な
っ

て
」、「
む
さ
ぼ
る
」、「
望
む
」、「
欲
し
て
」
な
ど
で
あ
り
、
他
方
後
者
の

場
合
で
は
「
欲
し
く
な
り
」、「
貪
っ
て
」、「
望
む
」、「
欲
し
が
る
」
な
ど

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
の
大
部
分
は
道
理
に
反
し
た
形
で
欲
し
求
め
る

と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
動
詞

‘conc upisco’

は
動
詞‘desidero’

と
は
異
な
り
、
指
示
作
用
と
い
う

点
に
お
い
て
幾
分
負
の
心
象
に
重
心
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
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う
か
。
つ
ま
り
「
希
求
」
と
「
欲
求
」
と
い
う
二
つ
の
極
の
間
で‘conc-

upisco’

は
往
還
し
、
後
者
に
帰
趨
の
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

 
　

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
ラ
テ
ン
語
の
第
十
戒
は
「
あ
な
た
は
彼

の
財
産
を
欲
し
求
め
て
は
な
ら
な
い
。」
と
い
う
ふ
う
に
訳
せ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
東
京
大
司
教
認
可
に
な
る
ド
ミ
ニ
コ
会
研
究
所
編
（
本
田
善
一

郎
訳
）『
改
訂
版

カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
│
│
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ

キ
ズ
ム
の
ま
と
め
│
│
』（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
二
〇
〇
四
年
）
で
は
、

「
隣
人
の
財
産
を
欲
し
て

0

0

0

は
な
ら
な
い
。」（
一
七
三
頁
。
傍
点
、
筆
者

注
。
以
下
同
じ
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
早
く
世
に
出
た
同

じ
く
東
京
大
司
教
認
可
に
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
発
行
『
カ
ト

リ
ッ
ク
要
理
（
改
訂
版
）』（
中
央
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）
で
は
、「
な

ん
じ
、
人
の
持
ち
物
を
み
だ
り
に
望
む

0

0

0

0

0

0

な
か
れ
。」（
一
三
三
頁
）
と
な
っ

て
い
る
。‘conc upisco’

と
い
う
語
の
重
み
と
深
み
を
感
ぜ
ず
に
は
お

ら
れ
な
い
。
語
感
を
よ
り
深
く
知
る
た
め
に
は
ラ
テ
ン
語
辞
典
に
挙
げ
ら

れ
た
文
学
作
品
等
の
用
例
に
当
た
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
て
止
ま
る

の
を
憾
み
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

　

こ
れ
は
旧
約
聖
書
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十
章
十
七
節
「
隣
人
の
家
を
欲
し

て
は
な
ら
な
い
。
隣
人
の
妻
、
男
女
の
奴
隷
、
牛
、
ろ
ば
な
ど
隣
人
の
も

0

0

0

0

の
を
一
切
欲
し
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（
新
共
同
訳
）
│
│
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会

訳
で
は
、「
お
前
の
隣
人
の
家
を
欲
し
が
っ
て
は
な
ら
な
い
。
隣
人
の

妻
、
男
女
の
奴
隷
、
牛
、
ろ
ば
な
ど
、
隣
人
の
も
の
は
何
一
つ
欲
し
が
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

」
│
│
の
箇
所
が
該
当
す
る
。

 

　

こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ル
ガ
タ
で
は
、“N

on concupisces dom
um

 
proxi m

i tui: nec desiderabis uxorem
 eius, non servum

, non 
ancillam

, non bovem
, non asinum

, nec om
nia q uae illius 

sunt.”

と
な
っ
て
い
る
。
他
方
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
（Biblia H

ebraica 
Stuttgartensia

）
で
は
、

  

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
七
十
人
訳
（Septuaginta, D

eutsch 
Bibelgesellschaft

）
で
は
第
九
戒
の
拙
訳
の
箇
所
で
見
た
よ
う
に
、申

命
記
五
章
二
十
一
節
の
文
句
と
同
じ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

 

　

申
命
記
五
章
二
十
一
節
も
第
十
戒
に
対
応
す
る
。
新
共
同
訳
で
は
「
あ

な
た
の
隣
人
の
妻
を
欲
し
て
は
な
ら
な
い
。
隣
人
の
家
、
畑
、
男
女
の
奴

隷
、
牛
、
ろ
ば
な
ど
、
隣
人
の
も
の
を
一
切
欲
し
が
っ
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」

と
な
っ
て
お
り
、
他
方
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
で
は
「
お
前
の
隣
人
の
妻
を

貪
り
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
隣
人
の
家
、
畑
、
男
女
の
奴
隷
、
牛
、
ろ

ば
、
ま
た
隣
人
の
持
ち
物
は
何
で
あ
れ
貪
り
求
め
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と

な
っ
て
い
る
。

 

　

こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ル
ガ
タ
で
は
、“N

on concupisces uxorem
 

proxi m
i tui: non dom

um
, non argum

, non servum
, non 

ancilliam
, non bovem

, non asinum
, et universa q uae illius 

sunt.”

と
な
っ
て
い
る
。
前
掲
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
は
、

  

と
な
っ
て
い
る
。
更
に
前
掲
七
十
人
訳
で
は
、

 
“



 





 


 




 

 






 


 


 






 


 


 


 






 

 


 


 




 


   


 

   

 

  


 



 



 


 


 





 



 


 







 
   

 
  .”

 
と
な
っ
て
い
る
。

 

　

動
詞
に
つ
い
て
ヴ
ル
ガ
タ
で
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
に
お
い
て‘desidero’

が
、
他
方
申
命
記
に
お
い
て‘conc upisco’

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
は
シ
ュ
タ
ム
／
ア
ン
ド
リ
ュ
ウ
著
（
左
近
淑
・
大 ”

“

”

“
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野
恵
正
訳
）『
十
戒
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
、
一
七
一
頁
）
に
よ

れ
ば
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
に
お
い
て‘h

・ām
ad’

が
、
他
方
申
命
記
に
お
い

て‘hit’aw
w
ā’

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
更
に
今
回
七
十
人
訳
で
は
出
エ

ジ
プ
ト
記
と
申
命
記
の
双
方
に
お
い
て



が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
。

 

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
動
詞
に
関
し
て
で
あ
る
。
同

『
十
戒
』
に
よ
れ
ば
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
中
に
用
い
ら
れ
る‘h

・ām
ad’

は

「
衝
動
的
な
意
志
と
し
て
『
欲
す
る
』
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
欲
し

た
も
の
を
所
有
す
る
に
い
た
る
陰
謀
を
も
含
む
」（
一
七
三
頁
）
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
他
方
、
申
命
記
中
に
用
い
ら
れ
る‘hit’aw

w
ā’

は
「
衝

動
的
な
意
志
と
い
う
意
味
に
お
い
て
だ
け
の
欲
望
を
意
味
す
る
。
欲
望
を

実
現
さ
せ
る
方
法
を
含
ん
で
は
い
な
い
」（
一
七
六
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
第
十
戒
を
内
心
の
欲
望
と
関
連
し
て
だ
け
考
え
る
に
い
た
っ
た

こ
と
」
は
、「
旧
約
聖
書
そ
の
も
の
…
…
実
際
に
申
命
記
に
は
じ
ま
る
」

（
一
七
六
頁
）
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

更
に
、「
第
十
戒
に
関
す
る
圧
倒
的
な
見
解
は
、
そ
れ
が
む
さ
ぼ
り
の

意
志
、
つ
ま
り
内
心
の
犯
罪
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
七
十
人
訳
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
に
、
そ
の
証
拠
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十
章
、
申
命
記
五
章
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
、ouk epithum

eis

（
ウ
ー
ク
・
エ
ピ
ス
メ
イ
ス
）
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
ル
タ
ー
の
権
威
が
立
つ
。」（
一
七
一
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
、
七
十
人
訳
に
用
い
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞




が
示
す
範
囲
も
ま
た
内
面
の
意
志
的
行
為
に
限
定
さ
れ
る
よ

う
で
あ
る
。「
前
三

－

一
世
紀
に
か
け
て
、
当
時
ギ
リ
シ
ア
語
圏
…
…
で

あ
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
…
…
で
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か

ら
翻
訳
さ
れ
成
立
し
た
。」（
山
我
哲
雄
「
七
十
人
訳
聖
書
」『
岩
波
キ
リ

ス
ト
教
辞
典
』、
二
〇
〇
二
年
、
四
七
五
頁
）
と
い
う
七
十
人
訳
は
、
申

命
記
に
用
い
ら
れ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
動
詞‘hit’aw

w
ā’

の
指
し
示
す
範

囲
を
映
し
出
す
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞

‘


’

が
翻
訳
に
当
た
っ
て
も
偏
義
的
に
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 

　
「
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
は
、
従
来
の
古
ラ
テ
ン
語
訳
を
大
幅
に
改
訂
、
特

に
旧
約
の
部
分
に
関
し
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
原
文
の
あ
る
も
の
は
ギ
リ
シ
ア

語
で
は
な
く
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
訳
し
た
。」（
手
塚
奈
々
子
「
ウ
ル
ガ
タ
」

『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』、
一
三
二
頁
）
と
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ヴ
ル

ガ
タ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の‘h

・ām
ad’

と‘hit’aw
w
ā’

の
差
異
を
訳
語
に

反
映
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
も
同
じ
内
面
の
欲
求
を
表
わ

す
と
思
わ
れ
る‘conc upisco’

と
い
う
語
を
対
応
さ
せ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
は
ヴ
ル
ガ
タ
が
出
来
上
が
る
以
前
の
段
階
で
す
で
に
「
第
十

戒
を
内
心
の
欲
望
と
関
連
し
て
だ
け
考
え
る
に
い
た
っ
た
」（
前
掲
『
十

戒
』、
一
七
六
頁
）
素
地
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
土
岐
健
治
「
聖
書
翻
訳
小
史
」
に
よ
れ
ば
、「
ヒ
エ
ロ

ニ
ュ
ム
ス
自
身
の
聖
書
解
釈
は
LXX
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、
ウ
ル
ガ
タ

の
訳
文
に
も
LXX
の
影
響
は
明
瞭
で
あ
る
」（
自
由
国
民
社
『
聖
書
の
世

界
』、
二
〇
〇
一
年
、
四
三
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ヴ
ル
ガ
タ
の
場
合

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
内
面
性
を
映
き
出
す
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た

ラ
テ
ン
語
が
訳
語
と
し
て
選
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
難
し

い
で
あ
ろ
う
か
。

 

　

次
に
漢
訳
聖
書
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
出
エ
ジ
プ
ト
記
二

十
章
十
七
節
の
箇
所
は
、
代
表
訳
で
は
「
毋
貪

0

0

人
宅
第
、
妻
室
、
僕
婢
、

牛
驢
、
與
凡
屬
於
人
者

0

0

0

0

0

。」、
Ｂ
Ｃ
訳
で
は
「
爾
毋
貪
爾
鄰
之
屋
、
亦
毋
貪

0

0

爾
鄰
之
妻
、
與
其
僕
、
其
婢
、
其
牛
、
其
驢
、
及
凡
爾
鄰

0

0

0

所0

有
者

0

0

。」、

U
nion Version

で
は
「
不
可
貪
戀
人
的
房
屋
、
也
不
可
貪
戀

0

0

0

0

人
的
妻

子
、
僕
婢
、
牛
驢
、
並
他
一
切

0

0

0

所0

有
的

0

0

。」、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
で
は

「
不
可
貪
戀
你
近
人
的
房
舍
。
不
可
貪
戀

0

0

0

0

你
近
人
的
妻
子
、
僕
人
、
婢

女
、
牛
驢
及
你
近
人
的
一
切

0

0

0

0

0

0

。」
と
な
っ
て
い
る
。
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ま
た
申
命
記
五
章
二
十
一
節
の
箇
所
は
、
代
表
訳
で
は
「
毋
貪

0

0

人
妻

室
、
宅
第
、
田
畝
、
僕
婢
、
牛
驢
、
與
凡
屬
於
人
者

0

0

0

0

0

。」、
Ｂ
Ｃ
訳
で
は

「
爾
毋
貪
爾
隣
之
妻
、
毋
貪

0

0

爾
隣
之
屋
、
與
其
田
、
其
僕
、
其
婢
、
其

牛
、
其
驢
、
及
凡
爾
隣

0

0

0

所0

有
者

0

0

。」、U
nion Version

で
は
「
不
可
貪
戀

人
的
妻
子
、
也
不
可
貪
圖

0

0

0

0

人
的
房
屋
、
田
地
、
僕
婢
、
牛
驢
、
並
他
一
切

0

0

0

所0

有
的

0

0

。」、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
で
は
「
不
可
貪
戀
你
近
人
的
妻
子
；
不0

可
貪
圖

0

0

0

你
近
人
的
房
屋
、
田
地
、
僕
婢
、
牛
驢
、
以
及
屬
於
你
近
人
的
一

0

0

0

0

0

0

0

切
事
物

0

0

0

。」
と
な
っ
て
い
る
。

 

　

以
上
か
ら
代
表
訳
と
Ｂ
Ｃ
訳
で
は
動
詞
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
と
申
命
記
の

い
ず
れ
の
場
合
も
「
貪
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
、
他
方
、U

nion 
Version

と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
で
は
動
詞
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
の
場
合
に

は
「
貪
戀
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
、
申
命
記
の
場
合
に
は
「
貪
圖
」
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
動
詞
「
貪
」、

「
貪
戀
」
と
「
貪
圖
」
に
共
通
す
る
中
核
的
要
素
は
「
貪
」
と
い
う
語
で

あ
る
。
そ
れ
は
対
象
へ
の
過
度
の
欲
求
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

欲
求
は
倫
理
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
こ
に
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
動
詞
の
使
い
分
け
が
反
映
さ

れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
動
詞
は
共
通
し
て
そ
の
意
味
す
る
範
囲

が
内
面
世
界
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
ヴ
ル
ガ
タ
と
様

相
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 

　

そ
れ
で
は
漢
語
と
し
て
「
貪
」
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
商
務
印
書
館
の
『
古
今
漢
語
詞
典
』
に
よ
れ

ば
、「
貪
」
の
字
義
は
第
一
に
「
愛
財
、
納
贓
受
賄
。」（
一
三
九
一
頁
）、

第
二
に
「
求
多
、
不
満
足
。」（
同
頁
）、
第
三
に
「
片
面
追
求
、
無
節

制
。」（
同
頁
）、
第
四
に
「
通
〝
探
〟。
探
求
。」（
同
頁
）
と
あ
る
。
こ
の

う
ち
教
要
解
略
に
関
係
す
る
字
義
は
第
一
か
ら
第
三
ま
で
で
あ
ろ
う
。

 

　

第
一
の
字
義
の
「
愛
財
」
の
用
例
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
一
つ
に
唐

の
姚
合
の
「
新
昌
里
」
と
い
う
詩
の
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
後

の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
中
下
無
正
性
、
所
習
便
淫
耽
。
一
染
不
可

變
、
甚
於
茜
與
藍
。
近
貧
日
益
廉
、
近
富
日
益
貪0

。
以
此
當
自
警
、
慎
勿

信
邪
讒
。」（
呉
河
清
校
注
『
姚
合
詩
集
校
注　

下
』
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
、
六
〇
九
頁
）
と
な
る
。
更
に
『
紅
楼
夢
』
の
中
の
文
が
用

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
你
如

今
在
那
府
里
管
事
、
家
廟
里
管
和
尚
道
士
們
、
一
月
又
有
你
的
分
例
外
、

這
些
和
尚
的
分
例
銀
銭
都
従
你
手
里
過
、
你
還
来
這
箇
来
、
太
也
貪0

了
！
」（
曹
雪
芹
『
紅
楼
夢　

校
注
本
』
第
二
冊
、
北
京
師
範
大
学
出
版

社
、
一
九
八
七
年
、
八
五
六
頁
）
と
な
る
。

　
　
　

ま
た
、『
漢
語
大
詞
典
』
第
十
巻
は
「
貪
」
の
こ
の
意
味
で
の
用
例
と

し
て
『
説
文
』「
貝
部
」
の
文
を
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
一
〇
二

頁
）。
そ
の
後
ろ
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
貪0

欲
物
也
从
貝
今
聲
」（
許

慎
撰
、
徐
鉉
校
定
『
説
文
解
字
』
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
、
一
三
一

頁
）
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
尾
崎
雄
二
郎
編
『
訓
讀　

說
文
解
字
注　

絲
册
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）
は
「
貪

物
を
欲
す
る

也
、
貝
に
从
ふ
、
今
の
聲
、」（
九
九
九
頁
）
と
訓
読
す
る
。
許
慎
の
「
説

文
解
字
」
は
「
中
国
で
最
も
古
い
漢
字
の
解
説
書
。
永
元
一
二
年
（
一
〇

〇
）
の
あ
と
が
き
が
あ
る
の
で
そ
の
こ
ろ
の
成
立
」（「
中
国
の
名
著
〈
経

部
〉
藤
堂
明
保
編
『
学
研　

漢
和
大
辞
典
』
学
習
研
究
社
、
一
九
七
八

年
、
一
五
五
九
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
で
、
一
〇
〇
年
頃
ま
で
に
は

「
貪
」
の
字
の
第
一
義
と
し
て
物
質
的
富
へ
の
志
向
が
固
定
化
さ
れ
、
そ

の
後
の
「
貪
」
の
字
義
の
規
範
と
し
て
後
世
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
　

第
二
の
字
義
の
「
求
多
」
の
用
例
に
つ
い
て
み
る
と
、『
左
伝
』「
文
公

十
八
年
」
の
中
の
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
後
の
部
分
ま
で
含
め

る
と
、「
縉
雲
氏
有
不
才
子
、
貪0

于
飲
食
、
冒
于
貨
賄
、
侵
欲
崇
侈
、
不

可
盈
厭
、
聚
斂
積
實
、
不
知
紀
極
、
不
分
孤
寡
、
不
恤
窮
匱
、
天
下
之
民

以
比
三
凶
、
謂
之
饕
餮
。」（『
春
秋
左
傳
正
義
』「
十
三
經
注
疏

整
理
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本
」
第
十
九
冊
、
六
六
九
頁
）
と
な
る
。「
貪
于
飲
食
、」
の
部
分
に
つ
い

て
竹
内
照
夫
訳
『
春
秋
左
氏
伝
』（
平
凡
社
「
中
国
古
典
文
学
大
系
２
」）

は
「
飲
み
食
い
ほ
う
だ
い

0

0

0

0

」（
一
四
三
頁
）
と
訳
す
。
こ
の
部
分
は
日
本

語
で
は
「
む
さ
ぼ
る
」
と
い
う
語
で
も
言
い
表
わ
す
こ
と
が
可
能
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、「
む
さ
ぼ
り
食
い
、
か
つ
飲
む
」
ほ
ど
と

な
る
で
あ
ろ
う
か
。

 

　

第
三
の
字
義
の
「
片
面
追
求
」
の
用
例
に
つ
い
て
み
る
と
、『
左
伝
』

「
成
公
二
年
」
の
中
の
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
後
の
部
分
ま
で

含
め
る
と
、「
楚
之
討
陳
夏
氏
也
、
莊
王
欲
納
夏
姫
、
申
公
巫
臣
曰

：

『
不
可
！
君
召
諸
侯
、
以
討
罪
也
。
今
納
夏
姫
、
貪0

其
色
也
。
貪0

色
爲

淫
、
淫
爲
大
罰
。』（
前
掲
「
十
三
經
注
疏　

整
理
本
」
第
十
七
冊
、
八
〇

九
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。「
貪0

其
色
也
。」
の
部
分
に
つ
い
て
岩
波
文
庫

『
春
秋
左
氏
伝
（
中
）』（
小
倉
芳
彦
訳
）（
一
九
八
九
年
）
は
「
そ
の
色
香

に
迷
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。」
と
訳
す
。
こ
の
場
合
も
ま
た
「
そ
の
色

香
を
む
さ
ぼ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
語
で
は
「
む
さ
ぼ
る
」
と
い
う

語
で
言
い
表
わ
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
こ
こ
で

は
荘
王
が
理
性
の
許
す
範
囲
を
逸
脱
し
て
情
欲
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る

こ
と
を
示
す
の
に
「
貪
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 

　
「
貪
」
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
字
義
と
用
例
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、

こ
の
語
は
物
質
的
な
欲
望
を
過
度
に
道
理
に
反
し
た
形
で
満
足
さ
せ
よ
う

と
す
る
志
向
性
を
有
す
る
こ
と
、
更
に
は
そ
の
結
果
、
欲
望
が
外
的
行
為

と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
ま
で
意
味
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
但

し
意
味
の
中
核
は
内
的
欲
求
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
外
的
行
為
へ
の
顕
在

化
は
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
包
含
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

　

次
に
、「
財
物
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、『
漢
語
大
詞
典
』

第
十
巻
の
「
財
物
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
語
義
の
第
一
が
「
金
銭
物
品
的
総

称
。」（
八
十
五
頁
）、
第
二
が
「
謂
裁
度
事
物
。」（
同
頁
）
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
教
要
解
略
に
お
け
る
「
財
物
」
は
第
一
の
語
義
が
該
当
す

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
語
義
の
用
例
と
し
て
『
礼
記
』「
礼
器
」
の
中

の
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
是
故

昔
先
王
之
制
禮
也
、
因
其
財
物

0

0

而
致
其
義
焉
爾
、
故
作
大
事
必
順
天
時
、

爲
朝
夕
必
放
於
日
月
、
爲
高
必
因
丘
陵
、
爲
下
必
因
川
澤
。
是
故
天
時
雨

澤
、
君
子
達
亹
亹
焉
。」（『
禮
記
正
義
』「
十
三
經
注
疏　

整
理
本
」
第
十

三
冊
、
八
七
五
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
因
其
財
物

0

0

而
致
其
義
焉
爾
、」

の
部
分
に
つ
い
て
竹
内
照
夫
『
礼
記　

上
』（
明
治
書
院
「
新
釈
漢
文
大

系　

27
」、
一
九
七
一
年
）
は
「
種
々
の
物
ご
と

0

0

0

に
対
応
し
て
種
々
の
礼

を
設
け
、」（
三
七
二
頁
）
と
訳
す
。「
語
釈
」
の
項
で
は
「
財
物

材

物
・
万
事
万
物
。」（
三
七
三
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
用
例
の
場
合

は
、
或
い
は
「
財
」
よ
り
も
「
物
」
に
重
心
を
置
い
た
新
釈
漢
文
大
系
の

「
語
釈
」
が
よ
り
適
切
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

 

　

こ
れ
に
対
し
て
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
十
の
「
財
物
」
の
項
（
七
〇
七

頁
）
で
は
用
例
の
一
つ
に
『
史
記
』
巻
四
「
周
本
紀
」
第
四
の
中
の
文
を

挙
げ
て
い
る
（
同
頁
）。
そ
の
前
後
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
古
公
亶
父

復
脩
后
稷
、
公
劉
之
業
、
積
德
行
義
、
國
人
皆
戴
之
。
薰
育
戎
狄
攻
之
、

欲
得
財
物

0

0

、
予
之
。」（
中
華
書
局
本
『
史
記
』
第
一
冊
、
一
九
五
九
年
、

一
一
三
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
薰
育
戎
狄
攻
之
、
欲
得
財
物

0

0

」
の
部

分
に
つ
い
て
、
吉
田
賢
抗
『
史
記　

一
（
本
紀
）』（
明
治
書
院
「
新
釈
漢

文
大
系　

38
」、
一
九
七
三
年
）
は
「
と
こ
ろ
が
、
こ
の
頃
薫
育
と
い
わ

れ
た
匈
奴
や
、
西
方
の
戎
狄
ら
が
攻
め
て
き
て
、
そ
の
財
物

0

0

を
得
た
い
と

望
ん
で
き
た
。」（
一
四
八
頁
）
と
訳
す
。
こ
の
用
例
の
中
の
「
財
物
」
は

明
ら
か
に
『
漢
語
大
詞
典
』
第
十
巻
の
「
財
物
」
の
項
に
示
す
「
金
銭
物

品
的
総
称
。」
と
い
う
語
義
が
該
当
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
物
質
的
富
と
言
い
換
え
て
よ
い
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

 
　

こ
の
物
質
的
富
の
意
味
の
用
例
が
パ
ン
ト
ー
ハ
『
七
克
』
の
中
で
も
認

め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
或
問
。
財
物

0

0

不
能
富
人
。
愈
得
愈
增
渴
。」（
巻

三
、
九
葉
表
〔
蓬
左
文
庫
所
蔵
『
天
學
初
函
』「
七
克　

二
」〕）、「
夫
欲
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無
限
。
物
有
限
。
不
能
增
物
以
及
欲
。
豈
不
能

欲
以
及
物
。
是
以
爾
願

爲
富
足
。
勿
務
增
財
。
務
減
貪
。
爾
財
物

0

0

不
足
爾
。」（
同
巻
、
十
葉
裏

〔
同
文
庫
所
蔵
本
〕）、「
財
貪
奪
人
之
財
物

0

0

。
智
貪
僣
天
主
之
智
能
罪
孰
重

乎
。」（
同
巻
、
十
八
葉
裏
〔
同
文
庫
所
蔵
本
「
七
克　

二
」〕）
な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
「
財
物
」
が
明
末
の
文
章
語
の
世
界
の

中
に
息
づ
い
て
い
た
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。

 

　

そ
れ
で
は
中
国
仏
教
に
お
い
て
「
貪
」
と
い
う
語
は
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
漢
語
の
「
貪
」
は
仏
教
用
語

の
「
三
毒
」、
す
な
わ
ち
「
善
根
に
害
毒
を
与
え
る
三
つ
の
煩
悩
、
貪0

・

瞋
・
痴
の
こ
と
。」（
中
村
元
監
修
『
新
・
仏
教
辞
典
』（
増
補
版
）
誠
信

書
房
、
一
九
八
〇
年
、
二
〇
九
頁
）
の
一
つ
を
な
す
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
丁
福
保
編
纂
『
佛
学
大
辞
典
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
の

「
貪
」
の
項
目
に
は
、「（
術
語
）
梵
語
囉

。Rāga

染
著
五
欲
之
境

而
不
離
也
。
例
如
貪
愛
貪
欲
等
。」（
九
七
二
頁
）
と
あ
る
。
こ
の‘rāga’

の
語
義
は
荻
原
雲
来
編
纂
、
辻
直
四
郎
協
力
、
鈴
木
学
術
財
団
編
『
漢
訳

対
照

梵
和
大
辞
典
』（
新
装
版
）（
講
談
社
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
れ

ば
、「
於 

、
│
│
。）
に
対
す
る
情
熱
、
激
し
い
欲
望
、
愛
、
愛
情
ま
た

は
同
情
、
…
…
に
お
け
る
喜
び
ま
た
は
楽
し
み
；
」（
一
一
一
九
頁
）
で

あ
る
。
こ
の
語
に
対
す
る
漢
訳
語
と
し
て
は
、「
貪0

、
貪0

愛
、
貪0

欲
、
貪0

染
、
貪0

怒
慾
；
欲
、
欲
著
、
愛
欲
；
染
、
染
法
、
愛
染
、
染
愛
心
」（
一

一
一
九
頁

－
一
一
二
〇
頁
）
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
Ｖ
．Ｓ
．ア
プ
テ
編
『
梵

英
辞
典
』（
改
訂
増
補
版
）（
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
れ
ば

‘rāga’

の
語
義
の
う
ち
感
情
に
関
す
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、‘-4 Love, 

passion, affection, am
orous or sexual feeling;’, ‘-5 Feeling, 

em
otion, sym

pathy, interest.’, ‘-6 Joy, pleasure.’, ‘-7 Anger, 
w
rath;’, ‘-11 Regret, sorrow

.’, ‘-12 G
reediness, envy;’ 

（pp. 
1333 ‒1334

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
こ
の
語
は
愛
情
、
情
欲
、
同
情
、

興
味
、
憤
慨
、
激
怒
、
悔
恨
、
悲
哀
、
貪
欲
、
嫉
妬
な
ど
感
情
の
次
元
に

お
い
て
対
象
へ
の
深
い
関
わ
り
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
漢
訳
語
の
「
貪
」
に
は‘rāga’

の
こ
れ
ら
の
語
義
の
う
ち
と
り
わ

け
貪
欲
と
い
う
意
味
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 

　

さ
て
『
佛
学
大
辞
典
』
に
は
「
貪
」
の
語
の
用
例
と
し
て
「
唯
識
論
」、

「
倶
舎
論
」、「
瑜
伽
倫
記
」、「
大
乗
義
章
」
の
中
の
文
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
第
十
戒
と
の
関
連
で
重
要
な
も
の
は
「
倶
舎
論
」
十
六
の
中
か

ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
前
後
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
頌

曰

惡
㍼欲
他
財
㍽貪0

憎
㍼有
情
㍽瞋
恚

撥
㍼善
惡
等
㍽見

名
㍼邪
見
業

道
㍽
論
曰
。
於
㍼他
財
物

0

0

0

㍽惡
欲
名
㍾貪0

。
謂
於
㍼他
財
㍽非
理
起
㍾欲
。
如

何
令
㍼彼
屬
㍾我
非
∑他
。
起
力
竊
心
耽‒

㍼求
他
物
⊿
如
㍾是
惡
欲
名
㍼貪0

業

道
⊿
」（
世
親
造
、
玄
奘
譯
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
巻
第
十
六
〔『
大
正
新

修

大
藏
經
』
第
二
十
九
巻
毘
曇
部
四
、
八
十
八
頁
〕）
と
な
る
。
こ
の

う
ち
「
於
㍼他
財
物

0

0

0

㍽惡
欲
名
㍾貪0

。」
と
い
う
部
分
は
第
十
戒
の
「
貪
他
人

財
物
」
と
い
う
部
分
と
実
質
的
に
意
味
を
同
じ
く
す
る
の
で
は
な
い
か
。

と
す
れ
ば
、
第
十
戒
の
漢
訳
の
文
句
は
仏
教
の
経
典
の
知
識
に
基
づ
い
て

考
え
出
さ
れ
た
余
地
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
傍
ら
に

い
て
彼
の
口
述
を
補
佐
し
た
明
末
中
国
の
知
識
人
が
仏
教
に
関
す
る
こ
の

よ
う
な
知
識
を
具
有
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
付
会
と
は
言

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

 

　

ま
た
、「
貪
」
は
仏
教
の
「
十
悪
」
の
一
つ
で
も
あ
る
。「
十
悪
」
に
つ

い
て
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
第
三
巻
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
五
七

年
増
訂
版
）
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
は
、「
十
種
の
惡
の
意
。
十
善
に
對

す
。
又
十
惡
業
、
十
不
善
業
と
云
ひ
、
具
に
十
不
善
業
道
…
…
、
或
は
十

惡
業
道
と
稱
す
。
卽
ち
身
口
意
の
三
惡
行
中
、
最
も
麤
顯
な
る
も
の
を
開

し
て
身
三
口
四
意
三
の
十
種
の
惡
行
と
な
せ
る
を
云
ふ
。
一
に
殺
生

…
…
、
二
に
偸
盗
…
…
、
三
に
邪
婬
…
…
、
四
に
妄
語
…
…
、
五
に
惡
口

…
…
、
六
に
兩
舌
…
…
、
七
に
綺
語
…
…
、
八
に
貪0

…
…
、
九
に
瞋

…
…
、
十
に
邪
見
…
…
な
り
。
此
の
中
、
初
の
三
を
身
惡
行
…
…
、
次
の
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四
を
口
惡
行
…
…
、
後
の
三
を
意
惡
行
…
…
と
名
づ
く
る
な
り
。」（
二
二

〇
二
頁

－

二
二
〇
三
頁
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
「
貪
」
が
「
瞋
」、「
邪

見
」
と
並
ん
で
「
十
悪
」
の
中
の
三
つ
の
「
意
悪
行
」
の
中
の
一
つ
に
位

置
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
貪
」
は
内
面
的
意
識
の
世
界

で
の
不
正
な
る
行
為
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

 

　
「
十
悪
」
の
中
の
漢
訳
語
「
貪
」
に
対
応
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は

『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
第
三
巻
に
よ
れ
ば‘abhidhyā’

（
二
二
〇
二
頁
）

で
あ
る
。
前
掲
『
漢
訳
対
照　

梵
和
大
辞
典
』
の
同
項
目
に
記
す
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
語
義
は
「
熱
望
、
欲
求
；
」（
一
〇
二
頁
）
で
あ
り
、
そ
れ

に
対
す
る
漢
訳
語
は
「
貪0

、
貪0

欲
、
貪0

愛
、
貪0

（
嫉
）、（
慳
）
貪0

」（
同

頁
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
漢
訳
語
に
も
「
貪
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
前
掲
『
梵
英
辞
典
』
の
同
項
目
に
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

‘abhidhyā’

の
語
義
は
第
一
が‘Coveting another’s property.’

（p. 174

）
で
あ
り
、
第
二
が‘Longing, w
ish; desire in general;’

（p. 174

）
で
あ
り
、
第
三
が‘D

esire of taking

（in general

）’

（p. 
174

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
財
産
へ
の
欲
望
、
一
般
的
な
願
望
、

獲
得
欲
で
あ
る
。「
貪
」
は
『
説
文
解
字
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
元
来
物

欲
と
の
関
連
が
深
い
語
で
あ
る
。‘abhidhyā’

の
訳
語
と
し
て
「
貪
」

を
当
て
る
こ
と
は
第
一
の
語
義
が
顕
著
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 

　

さ
ら
に
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
第
三
巻
に
は
漢
訳
語
の
「
意
惡
行
」
に

対
応
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の‘m

ano-du
carita’

が
記
さ
れ
て
い
る

（
二
二
〇
三
頁
）。‘m

ano’

は
心
を
意
味
す
る‘m

anas’

の
格
変
化
の

一
部
で
あ
る
と
思
わ
れ
（
辻
直
四
郎
『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法
』
岩
波
全

書
、
一
九
七
四
年
、
三
十
八

－

三
十
九
頁
）、‘du

carita’

は
前
掲
『
漢

訳
対
照　

梵
和
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
惡
し
き
行
為
、
犯
罪
、
愚
か
な
る

行
爲
」（
五
九
六
頁
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
漢
語
訳
は
「
惡
行
、
惡

業
；
過
、
罪
、
罪
業
、
垢
穢
業
」（
同
頁
）
で
あ
る
。
ま
た
中
村
元
『
佛

教
語
大
辞
典
』（
編
刷
版
）（
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
）
は
た
と
え
ば

「
惡
行
」（
十
八
頁
）
と
「
惡
業
」（
十
九
頁
）
の
項
で
同
語
を
掲
げ
て
い

る
。
と
す
れ
ば
、‘m

ano-du
carita’

は
心
に
お
け
る
悪
し
き
行
為
と

い
う
ほ
ど
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

 

　

で
は
「
心
」
と
も
漢
訳
さ
れ
る‘m

anas’

と
は
何
か
。
前
掲
『
漢
訳

対
照　

梵
和
大
辞
典
』
の‘m

anas’

の
項
に
は
、「（
広
い
意
味
に
お
け

る
知
的
作
用
な
ら
び
に
情
緒
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
）
心
、
内
的
器

官
；
理
解
力
、
知
力
；
精
神
、
心
情
；
良
心
；
思
想
；
概
念
；
想
像
；
思

考
、
熟
慮
；
意
向
、
欲
望
、
意
志
；
気
分
、
性
向
；
〔
哲
学
諸
体
系
に
お

い
て
はm

anas

はātm
an

と
区
別
さ
れ
、
そ
の
単
な
る
器
官
に
過
ぎ
ず

し
か
も
（N

yāya

を
除
い
て
）
滅
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
〕
；
」

（
九
九
七
頁

－

九
九
八
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
前
掲
『
梵
英
辞
典
』
の

‘m
anas’

の
項
（
一
二
三
三
頁
）
の
記
述
、
例
え
ば
、
第
二
の‘ (In 

Phil. ) The m
ind or internal organ of perception and 

cognition, the instrum
ent by w

hich objects of sense affect 
the soul,’

と
い
う
説
明
と
大
体
重
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

‘m
anas’

に
対
す
る
漢
訳
語
は
「
意
、
意
識
、
意
念
、
心
意
、
心
、
心

識
、
識
、
知
」（
同
『
梵
和
大
辞
典
』、
九
九
八
頁
）
で
あ
る
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、‘m

ano-du
carita’

は
内
的
意
志
の
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る

悪
し
き
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
貪
」
と
は
そ
の

よ
う
な
行
為
の
部
類
に
属
す
の
で
あ
る
。

 

　

従
っ
て
、
内
面
的
世
界
に
お
け
る
行
為
を
表
わ
す
で
あ
ろ
う
第
九
戒
の

ラ
テ
ン
語
の
動
詞‘concupisces’

の
漢
訳
語
と
し
て
「
貪
」
を
充
て

た
こ
と
は
凱
切
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
「
貪
」
は

も
と
も
と
「
物
」
と
の
結
び
つ
き
が
深
く
、
第
九
戒
が‘eius bona’

と
い
う
目
的
語
を
取
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
そ
の
感
は
深
い
。

 

　

要
す
る
に
、
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
傍
ら
に
控
え
て
口
述
に
協
力
し
た
明
末

の
知
識
人
は
仏
教
に
も
通
暁
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
第
十
戒
の
漢
訳
文
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「
毋
貪
他
人
財
物
」
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
中
国
の
仏
教
文
化
の
伝
統
に
依
拠
し
た
こ
の
翻
訳

は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
掟
を
明
末
中
国
に
土
着
さ
せ
る
接
ぎ
木
と
し
て
の
働
き

を
な
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

（
二
）  
原
文
は
「
第
七
誡
。
禁
人
搦
盗
。」（
二
十
四
葉
裏
）。
教
要
解
略
で
は

「
七
。
毋
偸
盗
。」（
十
二
葉
表
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
七
戒
を
言

い
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
三
）  

原
文
は
「

以
行
言
之
。」（
二
十
四
葉
裏
）。
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
『
敎

要
序
論
』（
パ
リ
国
立
図
書
館
漢
籍
第
六
九
七
二
番
）
の
「
十
誡
條
目
」

「
十
毋
貪
他
人
財
物
」
の
箇
所
で
は
、「
前
第
七
誡
。
原
禁
人
行
偸
盗
之

事
。」（
十
八
葉
裏
）
と
記
す
。
教
要
解
略
の
文
と
同
様
の
物
言
い
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

（
四
）  

原
文
は
「
此
誡
亦
從
願
欲
根
本
之
地
絕
之
。」（
二
十
四
葉
裏
）。「
亦
」

は
主
語
で
は
な
く
、
後
ろ
の
動
詞
句
に
か
か
る
と
思
わ
れ
る
。「
願
欲
根

本
之
地
」
は
教
要
解
略
の
第
九
戒
の
箇
所
で
既
出
（
二
十
三
葉
裏
）
で
あ

る
。
前
掲
『
敎
要
序
論
』
で
は
第
十
戒
に
関
す
る
箇
所
で
、「
此
誡
禁
人

偸
盗
之
意
。」（
十
八
葉
裏
）
と
記
す
。
こ
れ
は
教
要
解
略
の
文
を
言
い
換

え
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 

　

デ
ィ
ア
ス
『
天
主
聖
教
十
誡
直
詮
』（
パ
リ
国
立
図
書
館
漢
籍
第
七
一

九
二
番
）
の
「
第
十
誡
。
毋
貪
他
人
財
物
。」
の
箇
所
で
は
、「
貪
財
之

情
。
統
歸
二
端
。」（
巻
之
下
、
九
十
一
葉
表
）
と
あ
る
。
教
要
解
略
の

「
願
欲
根
本
之
地
」
に
「
貪
財
之
情
」
が
対
応
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
は
な
い
か
。

 

　

で
は
「
貪
財
之
情
」
の
「
二
端
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
十
誡
直
詮
に

よ
れ
ば
、「
其
一
。
見
他
人
之
財
物
。
口
津
津
曰
。
奈
何
吾
不
如
哉
。」

（
同
巻
、
同
葉
）
と
あ
り
、
ま
た
「
其
一
見
人
之
財
。
侖
生
貪
心
而
謀

之
。」（
同
巻
、
同
葉
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
は
他
人
の
財
産
に
羨
望
の

情
を
抱
く

同
時
に
自
分
の
所
有
す
る
財
産
に
不
満
を
持
つ
こ
と
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
他
人
の
財
産
を
嫉
妬
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
そ

の
財
産
を
奪
お
う
と
画
策
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
五
）  

原
文
は
「
此
貪
字
與
九
誡
願
字
同
」（
二
十
四
葉
裏
）。
こ
れ
は
第
十
戒

の
動
詞‘concupisces’

が
第
九
戒
の
動
詞‘desiderabis’

と
意
味
を

同
じ
く
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

ヴ
ル
ガ
タ
で
は
第
九
戒
に
関
す
る
箇
所
に
つ
い
て
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
二

十
章
十
七
節
で
は“

nec desiderabis uxorem
 eius,”

と
あ
り
、
ま

た
申
命
記
五
章
二
十
一
節
で
は“

N
on concupisces uxorem

 proxi-
m
i tui:”

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
第
九
戒
の
動
詞‘desiderabis’

は

‘concupisces’

と
位
相
的
に
同
様
の
内
容
を
意
味
す
る
も
の
と
捉
え
る

こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、
第
十
戒
の
動
詞
は
第

九
戒
の
動
詞
と
意
味
を
同
じ
く
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
六
）  

原
文
は
「
人
之
於
財
。
勢
所
必
需
。」（
二
十
四
葉
）。
こ
こ
で
人
間
の

生
存
に
と
っ
て
財
産
が
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
議
論
を

進
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
七
）  

原
文
は
「
然
顧
其
義
何
如
耳
。」（
二
十
四
葉
裏
）。
文
末
の
「
耳
」
は

こ
の
場
合
、
戸
川
芳
郎
監
修
『
全
訳　

漢
辞
海
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
〇

年
）
の
「
耳
」
の
項
に
掲
げ
ら
れ
た
「
句
法
」
に
よ
れ
ば
、「
②
肯
定
を

表
す
も
の

あ
る
表
現
に
対
し
て
肯
定
の
思
い
を
示
す
も
の
で
、
文
末
に

置
か
れ
る
語
気
助
詞
の
『
也
』『
矣
』
に
近
い
。」（
一
一
三
四
頁
）
と
い

う
働
き
を
示
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
生
存
に
お
け
る
財
産
の
必

要
性
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
今
度
は
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
吟
味
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
八
）  

原
文
は
「
義
在
。
而
願
天
下
之
大
冨
。
未
爲
傷
廉
。」（
二
十
四
葉
裏
）。

『
漢
語
大
詞
典
』
第
一
巻
の
「
傷
」
の
項
に
「
傷
廉
」
の
語
が
記
さ
れ
、

「
損
害
廉
潔
。」（
一
六
四
〇
頁
）
と
い
う
語
義
が
付
さ
れ
、
用
例
の
中
に

『
孟
子
』「
離
婁
下
」
と
『
文
選
』
の
陸
機
「
文
賦
」
の
文
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。『
孟
子
』
に
つ
い
て
は
そ
の
後
ろ
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
可
以
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取
、
可
以
無
取
、
取
傷
廉

0

0

；
可
以
與
、
可
以
無
與
、
與
傷
惠
；
可
以
死
、

可
以
無
死
、
死
傷
勇
。」（
朱
熹
『
四
書
章
句
集
注
』「
孟
子
集
注
」
巻
八

〔
中
華
書
局
新
編
諸
子
集
成
第
一
輯
、
二
九
六
頁
〕）
と
な
る
。
ま
た
陸
機

の
「
文
賦
」
に
つ
い
て
は
そ
の
前
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
或
藻
思
綺

合
、
清
麗
千
眠
。
炳
若
縟
繡
、
悽
若
繁
絃
。
必
所
擬
之
不
殊
、
乃
闇
合
乎

曩
篇
。
雖
杼
軸
於
予
懷
、

侘
人
之
我
先
。
苟
傷
廉

0

0

而
愆
義
、
亦
雖
愛
而

必
捐
。」（
蕭
統
編
、
李
善
注
『
文
選
』
巻
第
十
七
「
論
文
」「
文
賦
」〔
中

國
古
典
文
學
叢
書
『
文
選
』
第
二
冊
（
上
海
古
籍
出
版
社
）、
七
六
七
頁

－

七
六
八
頁
〕）
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
二
例
か
ら
、
正
当
性
を
根
拠
づ
け

る
充
分
に
明
白
な
理
由
を
欠
い
た
ま
ま
或
る
も
の
を
取
得
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
格
の
高
潔
さ
が
害
わ
れ
る
こ
と
を
「
傷
廉
」
と
い
う
語
が
指
し

示
す
の
で
は
な
い
か
と
感
ぜ
ら
れ
る
。

 

　

前
掲
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
『
敎
要
序
論
』
の
第
十
戒
に
関
す
る
箇
所
で
、

「
若
所
思
願
之
財
。
不
係
非
理
犯
義
。
侖
願
巨
富
。
亦
無
碍
。
無
罪
。」

（
十
九
葉
表
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
敎
要
序
論
』
で
は
教
要
解
略
と
ほ
ぼ

同
じ
内
容
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
九
）  

原
文
は
「
義
不
在
。
而
願
一
介
之
微
。
亦
爲
苟
得
。」（
二
十
四
葉
裏
）。

こ
の
う
ち
「
一
介
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
商
務
印
書
館
『
古
今
漢
語
詞

典
』
は
第
一
に
「
一
箇
。
含
有
藐
小
、
卑
賎
的
意
思
。」（
一
七
〇
四
頁
）、

第
二
に
「
一
根
草
芥
、
指
微
小
的
事
物
。」（
同
頁
）
と
い
う
語
義
を
記

す
。
教
要
解
略
の
場
合
は
後
者
が
当
た
る
の
で
は
な
い
か
。
用
例
と
し
て

『
孟
子
』「
万
章
句
上
」
の
中
の
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
の
部
分

ま
で
含
め
る
と
、「
伊
尹
耕
於
有
莘
之
野
、
而
樂
堯
舜
之
道
焉
。
非
其
義

也
、
非
其
道
也
、
禄
之
以
天
下
、
弗
顧
也
；
繫
馬
千
駟
、
弗
視
也
。
非
其

義
也
、
非
其
道
也
、
一
介

0

0

不
以
與
人
、
一
介

0

0

不
以
取
諸
人
。」（
前
掲
朱
熹

『
四
書
章
句
集
注
』「
孟
子
集
注
」
巻
九
、
三
一
〇
頁
）
と
な
る
。

 

　

更
に
「
苟
得
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
『
漢
語
大
詞
典
』
第
九
巻
は
「
不

当
得
而
得
。」（
三
五
二
頁
）
と
い
う
語
義
を
記
し
、
用
例
の
一
つ
に
『
礼

記
』「
曲
礼
上
」
の
中
の
句
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
の
部
分
ま
で
含

め
る
と
、「
臨
財
毋
苟
得

0

0

、
臨
難
苟
免
。
很
毋
求
勝
、
分
毋
求
多
。
疑
事

毋
質
、
直
而
勿
有
。」（
鄭
玄
注
、
孔
穎
達
疏
『
禮
記
正
義
』
巻
第
一
「
曲

禮
上
第
一
」〔「
十
三
經
注
疏　

整
理
本
」
第
十
二
冊
、
十
頁
〕
と
な
る
。

「
臨
財
毋
苟
得
」
の
部
分
に
つ
い
て
注
に
は
「
爲
傷
廉
也
。」（
同
頁
）
と

あ
り
、「
正
義
」
に
は
「
財
利

0

0

、
人
之
所
貪

0

0

0

0

、
非
義
而
取
謂
之
苟
得

0

0

0

0

0

0

0

0

。
故

記
人
戒
之
、
今
有
財
利
、
元
非
兩
人
之
物
、
兩
人
倶
臨
而
求
之
、
若
苟
得

0

0

入
己

0

0

、
則
傷
廉
隅

0

0

0

0

、
故
鄭
云

：

『
爲
傷
廉
也
。』」（
十
二
頁
）
と
あ
る

（『
漢
語
大
詞
典
』
は
「
非
義
而
取
之
、
謂
之
苟
得

0

0

。」（
三
五
二
頁
）
の
部

分
の
み
記
す
）。
こ
れ
ら
か
ら
、「
苟
得
」
と
い
う
語
は
財
産
を
そ
の
正
当

性
が
欠
如
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
取
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。

 

　

加
え
て
『
大
漢
和
大
辞
典
』
巻
九
は
『
孟
子
』「
告
子
上
」
の
中
の
文

を
用
例
に
挙
げ
て
い
る
（
五
七
二
頁
）。
そ
の
後
ろ
の
部
分
ま
で
含
め
る

と
、「
生
亦
我
所
欲
、
所
欲
有
甚
於
生
者
、
故
不
爲
苟
得

0

0

也
；
死
亦
我
所

惡
、
所
惡
有
甚
於
死
者
、
故
患
有
所
不
辟
也
。」（
前
掲
朱
熹
『
四
書
章
句

集
注
』「
孟
子
集
注
」
巻
十
一
、
三
三
二
頁
）
と
な
る
。
こ
の
箇
所
の
集

注
は
、「
欲
生
惡
死
者
、
雖
衆
人
利
害
之
常
情
；
而
欲
惡
有
甚
於
生
死

者
、
乃
秉
彝
義
理
之
良
心
、
是
以
欲
生
而
不
爲
苟
得

0

0

、
惡
死
而
有
所
不
避

也
。」（
同
頁
）
と
あ
る
。
生
死
に
益
し
て
尊
い
の
は
「
秉
彝
義
理
之
良

心
」
│
│
恒
常
不
変
の
真
理
を
捧
持
す
る
精
神
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
か
│
│
で
あ
る
。
こ
の
「
良
心
」
に
裏
打
ち
さ
れ
な
い
で
何
物
か
を

取
得
す
る
こ
と
が
「
苟
得
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
　
「
傷
廉
」、「
一
介
」、「
苟
得
」
の
語
は
い
ず
れ
も
『
孟
子
』
に
出
現
す

る
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
内
容
的
に
正
当
性
に
依
拠
し
た
議
論

で
あ
る
。
教
要
解
略
の
文
は
特
に
「
非
其
義
也
、
…
…
一
介
不
以
取
諸

人
」
と
い
う
語
句
の
出
て
来
る
「
万
章
章
句
上
」
の
文
を
彷
彿
さ
せ
る
。

ま
た
、「
非
義
而
取
」
と
い
う
『
禮
記
正
義
』
の
「
苟
得
」
の
定
義
も
ま
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た
「
義
不
在
。
而
願
一
介
之
微
。」
と
い
う
教
要
解
略
の
部
分
と
照
応
す

る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
　

更
に
、
前
掲
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
『
敎
要
序
論
』
の
第
十
戒
に
関
す
る
箇

所
の
「
此
所
禁
者
。
係
他
人
之
財
。
非
義
之
財
耳
。」（
十
九
葉
表
）
と
い

う
部
分
も
教
要
解
略
の
こ
の
箇
所
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
と
い
う
の

も
「
義
不
在
」
の
と
こ
ろ
の
も
の
は
要
す
る
に
「
他
人
之
財
」
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

（
十
）  

原
文
は
「
此
念
不
可
不
謹
也
。」（
二
十
四
葉
裏
）。『
古
今
漢
語
詞
典
』

は
「
謹
」
の
字
義
の
三
番
め
に
「
厳
防
。」（
七
三
一
頁
）
と
記
す
。
拙
訳

で
は
そ
れ
に
拠
っ
た
。

（
十
一
） 

原
文
は
「
或
曰
。

天
主
財
色
之
願
。
言
之
諄
諄
而
其
餘
八
誡
。
不

言
其
願
者
。
何
。」（
二
十
四
葉
裏
）。「
天
主
」
の
上
が
一
字
分
空
い
て
い

る
の
は
敬
意
を
表
わ
す
た
め
で
あ
ろ
う
。
拙
訳
も
そ
れ
に
従
っ
た
。

　
　
　
『
漢
語
大
詞
典
』
第
十
一
巻
に
「
諄
諄
」
の
語
義
が
掲
げ
ら
れ
、
最
初

に
「
反
復
告
誡
、
再
三
丁
寧
貌
。」（
三
一
七
頁
）
と
い
う
語
義
が
記
さ
れ

て
い
る
。
用
例
の
一
つ
に
『
詩
経
』「
大
雅
」「
抑
」
の
中
の
文
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
前
後
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
昊
天
孔
昭
、
我
生
靡

樂
。
視
爾
夢
夢
、
我
心
慘
慘
。
誨
爾
諄
諄

0

0

、
聽
我
藐
藐
。
匪
用
爲
教
、
覆

用
爲
虐
。
借
曰
未
知
、
亦
聿
既
耄
！
」（
毛
亨
伝
、
鄭
玄
箋
『
毛
詩
正

義
』
巻
十
八
〔「
十
三
經
注
疏　

整
理
本
」
第
六
冊
、
一
三
八
一
頁

－

一

三
八
二
頁
〕）
と
な
る
。
石
川
忠
久
『
詩
経　

下
』（
新
釈
漢
文
大
系　

112
）（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
「
諄
諄
」
を
「
丁
寧
に
繰
り
返
す

さ
ま
を
形
容
す
る
語
」（
山
辺
進
分
担
、
二
二
一
頁
）
と
説
明
す
る
。

 

　

更
に
、『
大
漢
和
辞
典
』
巻
十
は
用
例
と
し
て
『
孟
子
』「
万
章
上
」
の

中
の
文
を
挙
げ
る
。
そ
の
前
後
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
萬
章
曰

：
『
堯
以
天
下
與
舜
、
有
諸
？
』
孟
子
曰

：

『
否
。
天
子
不
能
以
天
下
與

人
。』『
然
則
舜
有
天
下
也
、
孰
與
之
？
』
曰

：

『
天
與
之
。』『
天
與
之

者
、
諄
諄

0

0

然
命
之
乎
？
』
曰

：

『
否
。
天
不
言
、
以
行
與
事
示
之
而
已

矣
。』」（
前
掲
朱
熹
『
四
書
章
句
集
注
』「
孟
子
集
注
」
巻
九
、
三
〇
七

頁
）
と
な
る
。
集
注
に
は
「
萬
章
問
也
。
諄
諄
、
詳
語
之
貌
。」（
同
書
、

同
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
「
諄
諄
」
と
い
う
語
も
ま
た
『
孟
子
』
の
中
に
そ

の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
口
述
を
筆
記
し
た
中

国
の
知
識
人
の
内
側
に
カ
ト
リ
ッ
ク
入
教
以
前
に
『
孟
子
』
の
思
想
の
言

葉
が
受
容
さ
れ
血
肉
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

（
十
二
） 

原
文
は
「
曰
。
財
色
於
人
。
易
迷
而
難
禁
。」（
二
十
四
葉
裏
）。
前

掲
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
『
敎
要
序
論
』
に
は
「
因
財
色
兩
者
。
易
迷
人
心
。

人
人
難
禁
。」（
十
九
葉
裏
）
と
あ
る
よ
う
に
教
要
解
略
と
同
じ
内
容
の
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
十
三
） 

原
文
は
「
又
此
二
者
。

爲
諸
欲
之
根
。」（
二
十
四
葉
裏
）。
前
掲

フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
『
敎
要
序
論
』
に
は
「
又
財
色
爲
諸
惡
想
之
根
。」（
十

九
葉
裏
）
と
あ
る
よ
う
に
ほ
ぼ
同
じ
言
い
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

『
敎
要
序
論
』
で
は
「
欲
」
の
代
わ
り
に
「
惡
想
」
と
い
う
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
敎
要
序
論
』
の
直
前
の
部
分
が
、「
侖
是
邪
淫
及

搦
盗
之
願
欲
意
思
。
天
主
亦
嚴
明
禁
誡
。」（
同
葉
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ

の
「
邪
淫
及
搦
盗
之
願
欲
意
思
」
を
「
惡
想
」
と
い
う
語
で
言
い
換
え
て

み
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

ま
た
前
掲
デ
ィ
ア
ス
『
天
主
聖
教
十
誡
直
詮
』
で
は
、「
其
害
伊
何
。

多
非
之
母
。
衆
禍
之
師
。
諸
亂
之
肆
。
百
仇
之
引
入
心
坪
心
。
俾
勿
悟
厥

患
。
而
自
陷
于
罪
團
。

矣
。」（
巻
之
下
、
九
十
一
葉
表
裏
）
と
あ
る
よ

う
に
、
教
要
解
略
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
こ
と
を
記
す
。

　
　
　

他
方
前
掲
パ
ン
ト
ー
ハ
『
七
克
』
で
は
巻
一
「
伏
傲
」
の
項
で
「
成
萬

罪
有
二
行
。
好
貴
第
一
。
貪
財
第
二
。」（
二
十
二
葉
表
〔
蓬
左
文
庫
所
蔵

本
「
七
克　

一
」〕）
と
あ
る
よ
う
に
、
諸
罪
の
要
因
の
第
一
に
「
好
貴
」、

す
な
わ
ち
倨
傲
を
置
き
、「
貪
罪
」
を
第
二
と
す
る
。

（
十
四
） 
原
文
は
「
此
誡
一
定
。
則
慾
寡
而
心
淸
。」（
二
十
四
葉
裏
）。「
慾
」
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は
『
古
今
漢
語
詞
典
』
に
従
え
ば
、「
欲
」
の
異
体
字
で
あ
り
、「
貪
欲
、

欲
念
」
の
意
味
に
特
定
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
一
七
九
四
頁
）。

 
　

ま
た
、
前
掲
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
『
敎
要
序
論
』
で
は
「
此
二
者
。
巳
定

斬
絕
則
此
心
潔
淨
安
寧
。」（
十
九
葉
表
│
│
「
巳
」
は
「
已
」
の
字
に
通

ず
る
で
あ
ろ
う
）
と
あ
る
よ
う
に
、
教
要
解
略
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
接
続
の
語
に
は
「
而
」
で
は
な
く
、「
則
」

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 

　

前
掲
デ
ィ
ア
ス
『
天
主
聖
教
十
誡
直
詮
』
の
第
十
戒
に
関
す
る
箇
所
で

は
、「
欲
禁
貪
害
。
宜
思
貪
態
。
人
行
他
罪
。
畧
受
僞
利
。
貪
之
爲
害
。

苦
心
汚
靈
而
巳
。」（
巻
之
下
、
九
十
一
葉
裏
。「
巳
」
は
「
已
」
の
字
に

通
ず
る
で
あ
ろ
う
）
と
あ
る
。
財
産
に
対
す
る
欲
望
は
「
心
を
苦
し
め
霊

を
汚
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
財
産
欲
が
減
ず
れ
ば
、
心
は

清
浄
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

（
十
五
） 

原
文
は
「
心
淸
而
諸
慾
念
自
銷
。」（
二
十
四
葉
裏

－

二
十
五
葉
表
）。

『
漢
語
大
詞
典
』
第
七
巻
は
「
慾
念
」
の
語
を
掲
げ
（
六
九
四
頁
）、「
情

欲
或
嗜
欲
之
念
。」（
同
頁
）
と
い
う
語
義
を
記
す
。
用
例
と
し
て
采

子

『
蟲
鳴
漫
錄
』
の
中
の
文
を
挙
げ
る
。
後
ろ
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
婢

已
十
八
九
。
慾
念

0

0

甚
熾
。
苦
無
所
覓
。」（
新
文
豐
出
版
、
一
九
七
八
年
、

二
十
五
頁
）
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
情
欲
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

同
じ
く
『
漢
語
大
詞
典
』
第
七
巻
は
「
欲
念
」
の
語
を
掲
げ
（
一
四
四

二
頁
）、「
欲
望
」（
同
頁
）
と
い
う
語
義
を
記
し
、
蘇
軾
「
与
范
純
夫

書
」
の
中
の
文
を
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
恵
州
か
ら
出
さ
れ

た
手
紙
の
冒
頭
の
「
某
謫
居
瘴
郷
、
惟
尽
絶
欲
念

0

0

、
為
万
金
之
良
薬
。」

（
傅
成
、
穆
儔
標
点
『
蘇
軾
全
集　

下
』
文
集
巻
五
十
、
上
海
古
籍
出
版

社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
六
七
九
頁
）
と
い
う
文
句
で
あ
る
。
こ
の
場
、

「
欲
念
」
は
様
々
な
こ
の
世
の
欲
望
を
指
そ
う
。
教
要
解
略
中
の
「
慾

念
」
も
こ
れ
に
近
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

尚
、「
而
」
は
「
前
の
条
件
を
表
す
内
容
を
受
け
て
そ
の
結
果
を
示
す

も
の
。」（
戸
川
芳
郎
監
修
『
全
訳　

漢
辞
海
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
〇

年
、
一
一
三
二
頁
）
の
働
き
を
有
す
る
も
の
と
解
し
た
。
後
出
の
「
自
」

と
い
う
語
と
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 

　

ま
た
、
前
掲
デ
ィ
ア
ス
『
敎
要
序
論
』
で
は
「
其
餘
諸
惡
欲
邪
願
。
不

難
消
滅
矣
。」（
十
九
葉
表
）
と
あ
る
よ
う
に
、
教
要
解
略
と
ほ
ぼ
同
じ
内

容
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
十
六
） 

原
文
は
「
諸
誡
擲
自
守
矣
」（
二
十
五
葉
表
）。
教
要
解
略
の
中
の

「
擲
」、
す
な
わ
ち
「
将
」
と
い
う
語
は
近
接
未
来
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。「
擲
」
は
「
自
」
と
親
和
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
は
「
擲

自
」
と
一
語
と
し
て
読
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
此
誡

一
定
。
則
慾
寡
而
心
淸
。
心
淸
而
諸
慾
念
自
銷
。」
の
部
分
全
体
が
条
件

節
と
な
り
、
こ
の
箇
所
が
帰
結
節
と
し
て
働
い
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

（
十
七
） 

原
文
は
「
或
又
曰
。
國
法
直
戒
外
行
。
而
不
戒
内
願
。」（
二
十
五
葉

表
）。『
漢
語
大
詞
典
』
第
三
巻
は
「
國
法
」
と
い
う
語
を
掲
げ
（
六
三
六

頁
）、
語
義
を
「
国
家
的
法
紀
。」（
同
頁
）
と
し
、
用
例
と
し
て
『
周

礼
』「
秋
官
」「
朝
士
」、『
史
記
』「
循
吏
列
伝
」、
蘇
軾
「
辨
題
詩
札
子
」、

呉
趼
人
『
二
十
年
目
賭
之
怪
現
状
』
第
五
十
四
回
中
の
文
を
用
例
と
し
て

挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、『
大
漢
和
辞
典
』
巻
三
は
用
例
と
し
て
『
周
礼
』

「
春
官
」「
内
史
」、『
礼
記
』「
曽
子
問
」、『
荀
子
』「
大
略
」
の
中
の
文
を

用
例
と
し
て
挙
げ
る
。
い
ず
れ
も
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。

 

　

こ
の
う
ち
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
用
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。『
周
礼
』

に
つ
い
て
後
ろ
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
執
國0

0

及
國
令
之
貳
、
以
攷

政
事
、
以
逆
會
計
。」（
鄭
玄
注
、
賈
公
彦
疏
『
周
禮
注
疏
』
巻
二
十
六

〔
十
三
經
注
疏　

整
理
本
第
七
冊
、
八
三
三
頁
〕
と
な
る
。
注
は
「
國

法
、
六
典
、
八
法
、
八
則
。」（
同
頁
）
と
あ
る
。
国
家
の
全
体
の
法
体
系

を
指
す
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
『
荀
子
』
に
つ
い
て
後
ろ
の
部

分
ま
で
含
め
る
と
、「
國
法

0

0

禁
拾
遣
、
惡
民
之
串
以
無
分
得
也
。」（
中
華
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書
局
新
編
諸
子
集
成
〔
第
一
輯
〕『
荀
子
集
解　

下
』（
王
先
謙
撰
）（
五

一
八
頁
）
と
な
る
。
こ
れ
は
刑
法
の
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
『
二
十
年
目
賭
之
怪
現
状
』
に
つ
い
て
前
後
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、

「
藩
臺
不
知
怎
様
、
知
道
他
兩
個
的
底
細
、
以
爲
姓
趙
的
所
犯
的
罪
、
本

來
該
殺
、
然
而
姓
朱
的
是
他
至
交
、
不
応
該
出
他
的
首
、
若
說
是
爲
了
國

法
、
所
以
公
而
忘
私
、
然
而
姓
朱
的
却
又
明
明
爲
着
升
官
發
財
、
才
出
首

的
、
所
以
有
點
看
不
起
這
個
人
。」（『
二
十
年
目
賭
之
怪
現
狀
』〔
上
冊
〕

上
海
文
化
出
版
社
、
一
九
五
七
年
、
三
三
八
頁

－

三
三
九
頁
）
と
な
る
。

こ
れ
も
刑
法
の
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
法
」
は
『
漢
語
大
詞
典
』
第
五
巻
の
「
法
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
第
一

義
が
「
刑
法
。
亦
泛
指
法
律
。」（
一
〇
三
四
頁
）
で
あ
る
。「
國
法
」
と

言
っ
て
も
そ
の
根
幹
は
刑
法
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
明
代
中
国
と
い
う
前

近
代
東
洋
の
刑
法
の
対
象
は
外
的
行
為
に
あ
っ
て
、
内
的
意
思
世
界
に
属

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 

　

し
か
し
西
洋
の
近
代
法
の
場
合
、
こ
れ
と
は
様
子
を
異
に
す
る
の
で
は

な
い
か
。
伊
藤
正
己
『
近
代
法
の
常
識
〔
第
三
版
〕』（
有
信
堂
高
文
社
、

一
九
九
二
年
）「
３　

法
と
は
何
か
」
に
よ
れ
ば
、「
法
と
い
う
も
の
は
、

そ
う
い
っ
た
い
く
つ
か
の
行
為
規
範
と
な
ら
ん
で
人
間
の
行
為
を
規
律
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
最
も
き
び
し
い
義
務
づ
け
を

す
る
規
範
で
あ
る
」（
四
十
三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
法
と
は
倫
理
的
価

値
世
界
に
属
す
る
最
も
厳
格
な
行
為
規
範
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
内
的

意
思
世
界
と
は
無
縁
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
こ
に
浸
透
し
て
行
く
べ
き
も
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
内
的
意
思
世
界
の
規
範
を
外
的

行
為
の
次
元
に
反
映
さ
せ
た
も
の
が
法
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の

で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
法
と
り
わ
け
刑
法
が
外
的
行
為
の

次
元
に
の
み
終
始
し
、
内
的
意
思
世
界
の
事
情
は
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
言

い
切
る
こ
と
は
西
洋
の
近
代
法
の
見
地
か
ら
は
難
し
い
の
で
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。

 

　

ま
た
同
書
の
「
４　

法
と
道
徳
」
に
よ
れ
ば
、「
民
法
で
も
、
刑
法
で

も
、
内
心
の
問
題
と
い
う
も
の
が
、
し
ば
し
ば
大
き
な
関
係
を
も
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」（
五
十
七
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
近
代
法
は
内
面
的
意
思
世
界
と
没
交
渉
で
は

な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

 

　

前
掲
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
『
敎
要
序
論
』
で
は
ま
た
「
國
法
止
能
禁
人
外

行
。
不
能
禁
人
心
内
願
欲
。」（
十
九
葉
表
）
と
あ
る
よ
う
に
教
要
解
略
と

同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
清
代
に
入
っ
て
も
基
本
的
な
法
概
念

は
明
代
と
連
続
し
、
同
様
な
法
的
状
況
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
十
八
） 

原
文
は
「

天
主
何
獨
嚴
耶
。」（
二
十
五
葉
表
）。
注（
十
一
）と
同

様
に
「
天
主
」
の
上
が
一
字
分
空
い
て
い
る
の
は
敬
意
を
表
わ
す
た
め
で

あ
ろ
う
。
拙
訳
で
も
そ
れ
に
従
っ
た
。「
獨
」
は
前
掲
『
全
訳　

漢
辞

海
』
に
よ
れ
ば
副
詞
で
あ
っ
て
「
句
法
」
と
し
て
は
「
㋓
だ
け
。
ば
か

り
。《
意
外
な
こ
と
と
し
て
不
満
の
意
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

表
す
》」（
九
〇
五
頁
）
が
当
て

は
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

 

　
「
嚴
」
の
意
味
は
前
掲
『
古
今
漢
語
詞
典
』
の
第
二
字
義
の
「
厳
厲
、

不
寛
容
。」（
一
六
七
二
頁
）
で
は
な
い
か
。
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

『
史
記
』「
太
史
公
自
序
」
の
後
ろ
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
法
家
嚴0

而

少
恩
；
然
其
正
君
臣
上
下
之
分
、
不
可
改
矣
。」（
中
華
書
局
本
第
十
冊
、

三
二
八
九
頁
）
と
な
る
。
少
し
後
で
、「
法
家
不

親
疏
、
不
殊
貴
賤
、

一
斷
於
法
、
則
親
親
尊
尊
之
恩
絶
矣
。」（
三
二
九
一
頁
）
と
記
さ
れ
る
。

「
嚴
」
は
最
終
的
に
は
儒
教
的
恩
愛
の
秩
序
を
害
う
法
家
的
な
態
度
と
し

て
意
識
さ
れ
得
る
も
の
で
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
十
九
） 

原
文
は
「
曰
。
國
中
之
法
。
本
務
於
治
外
。」（
二
十
五
葉
表
）。
こ

こ
で
の
「
本
」
の
意
味
は
、『
古
今
漢
語
詞
典
』
に
よ
れ
ば
そ
の
第
六
義

の
「
本
来
、
原
来
。」（
五
十
六
頁
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
副
詞
は

本
質
を
前
面
に
浮
か
び
上
が
ら
す
喚
起
作
用
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
。

（
二
十
） 
原
文
は
「
未
能
燭
人
之
疋
念
於
擲
萌
。」（
二
十
五
葉
表
）。
ま
た
前
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掲
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
『
敎
要
序
論
』
で
も
「
因
願
欲
隱
微
。
國
法
所
不
及

知
而
責
治
。」（
十
九
葉
表
）
と
あ
る
よ
う
に
同
様
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。

　
　
　

た
だ
教
要
解
略
で
は
「
擲
萌
」
と
い
う
言
い
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

が
特
徴
で
あ
る
。『
周
易
正
義
』（
王
弼
注
、
孔
穎
達
疏
）
巻
八
「
繫
辭

下
」
で
は
「
知
幾
其
神
乎
？
君
子
上
交
不
諂
、
下
交
不
瀆
、
其
知
幾0

乎
？

幾0

者
、
動
之
微
、
吉
之
先
見
者
也
。
君
子
見
幾0

而
作
、
不
俟
終
日
。」

（「
十
三
經
注
疏　

整
理
本
」
第
一
冊
、
三
六
二
頁

－

三
六
三
頁
）
と
あ
る

よ
う
に
「
幾
」
│
│
も
の
ご
と
の
萌
し
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
か
│
│
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
教
要
解
略
中
の
「
擲
萌
」
と
い
う
語
句
は
も

の
ご
と
を
「
幾
」
の
段
階
で
捉
え
て
行
動
に
移
そ
う
と
す
る
『
易
』
の
概

念
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

朱
子
学
的
な
観
点
に
立
て
ば
、
も
の
ご
と
を
「
未
発
」
の
段
階
か
ら

「
已
発
」
の
段
階
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
対
応
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
島
田
虔
次
『
朱
子

学
と
陽
明
学
』（
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
）
に
記
さ
れ
た
「
…
…
こ
の

四
つ
の
情
は
そ
れ
ぞ
れ
性
の
内
容
に
対
応
し
、
性
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
悪
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
已
発
で

あ
り
動
で
あ
る
の
で
、
と
か
く
中
正
を
失
し
て
悪
に
流
れ
る
傾
向
を
も

つ
。
つ
ま
り
、
情
が
動
い
て
過
度
と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
『
欲
』
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
悪
な
の
で
あ
る
。」（
九
十
三
頁

－

九
十
四
頁
）
と
い
う
朱

子
学
に
特
徴
的
な
「
体
用
」
論
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
十
一
） 

原
文
は
「
則
亦
未
能
禁
之
。」（
二
十
五
葉
表
）。「
亦
」
は
前
句
の

「
未
能
燭
人
之
疋
念
於
擲
萌
」
を
承
け
、
動
詞
句
「
未
能
禁
之
」
に
か
か

る
で
あ
ろ
う
。

（
二
十
二
） 

原
文
は
「
惟

天
主
之
教
。
專
於
内
修
。」（
二
十
五
葉
表
）。「
天

主
」
の
上
が
一
字
分
空
い
て
い
る
の
は
敬
意
を
表
わ
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

拙
訳
も
そ
れ
に
従
っ
た
。『
大
漢
和
辞
典
』
巻
一
は
「
内
修
」
の
語
を
掲

げ
、「
内
心
が
修
ま
る
。」（
一
〇
五
〇
頁
）
と
語
義
を
記
し
、『
淮
南
子
』

「
詮
言
訓
」
の
中
の
文
を
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
前
後
の
部
分
ま
で

含
め
る
と
、「
福
之
至
也
、
非
其
所
求
、
故
不
伐
其
功
；
禍
之
來
也
、
非

其
所
生
、
故
不
悔
其
行
。
内
脩

0

0

極
而
横
禍
至
者
、
皆
天
也
、
非
人
也
。」

（
何
寧
撰
『
淮
南
子
集
釋　

中
』
中
華
書
局
新
編
諸
子
集
成
第
一
輯
、
一

九
九
八
年
、
一
〇
四
一
頁
）
と
な
る
。

（
二
十
三
） 

原
文
は
「
且
其
全
能
。
肝
膽
畢
照
。」（
二
十
五
葉
表
）。
藤
堂
明

保
編
『
学
研　

漢
和
大
辞
典
』（
学
習
研
究
社
、
一
九
七
八
年
）
は
「
肝

膽
」
の
語
を
掲
げ
、
第
二
の
語
義
と
し
て
「
本
当
の
考
え
。
本
心
」（
一

〇
五
二
頁
）
と
記
し
、『
史
記
』「
淮
陰
侯
列
伝
」
の
中
の
文
を
用
例
と
し

て
挙
げ
て
い
る
。
前
後
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
臣
願
披
腹
心
、
輸
肝

0

0

膽0

、
效
愚
計
、
恐
足
下
不
能
用
也
。」（
中
華
書
局
本
第
八
冊
、
二
六
二
三

頁
）
と
な
る
。
教
要
解
略
の
文
の
場
合
は
こ
れ
が
該
当
す
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

 

　

前
掲
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
『
敎
要
序
論
』
で
は
「
惟
天
主
敎
專
于
内
修

者
。
葢
天
主
全
智
。
能
盡
照
人
心
之
隱

0

0

0

0

微0

。」（
十
九
葉
表
）
と
あ
る
よ
う

に
、
教
要
解
略
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
二
十
四
） 

原
文
は
「
故
於
願
欲
之
戒
。
尤
加
嚴
焉
。」（
二
十
五
葉
表
）。

「
戒
」
は
「
誡
」
の
言
い
換
え
で
あ
ろ
う
。「
誡
」
は
「
女
誡0

」、「
自
誡0

」、

「
訓
誡0

」、「
家
誡0

」、「
教
誡0

」、「
誥
誡0

」、「
箴
誡0

」、「
厳
誡0

」（
以
上
、
藤

堂
明
保
他
編
『
漢
字
源
』〔
学
研
〕「
誡
」
の
項
、
一
一
三
八
頁
）
と
い
う

熟
語
の
よ
う
に
特
定
の
教
え
と
の
結
び
つ
き
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
他
方

「
戒
」
は
「
五
戒
」
の
よ
う
に
仏
教
と
の
関
係
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、『
学
研　

漢
和
大
辞
典
』
五
〇
三
頁
に
挙
げ
る
『
論
語
』

「
季
氏
」
の
中
の
「
君
子
有
三
戒0

：

少
之
時
、
血
氣
未
定
、
戒
之
在
色
；

…
…
。」（
前
掲
『
四
書
章
句
集
注
』、
一
七
二
頁
）
と
い
う
用
例
は
教
要

解
略
中
の
「
戒
」
の
用
法
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
お
き
て
」
で
は

な
く
、
敢
え
て
「
い
ま
し
め
」
と
訳
し
て
み
た
。
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ま
た
、「
焉
」
は
『
全
訳　

漢
辞
海
』
に
よ
れ
ば
、「
文
末
に
つ
け
て
特

定
の
語
気
を
示
す
。」（
八
七
六
頁
）
も
の
で
あ
り
、「
肯
定
的
な
決
定
や

判
断
を
表
す
」（
同
頁
）
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
「
天
主
十
誡

解
略
」
の
部
の
口
述
を
筆
記
し
終
え
た
明
末
知
識
人
の
感
動
が
こ
の
一
字

に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

訳
者
補
足

　

伊
藤
正
己
『
近
代
法
の
常
識
〔
第
三
版
〕』（
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
九

二
年
）「
２　

法
学
と
い
う
学
問
」「
法
の
解
釈
の
例
」
と
い
う
項
（
二
十

九
頁

－

三
十
五
頁
）
で
刑
法
第
二
三
五
条
に
記
さ
れ
て
い
る
「
財
物
」
と

い
う
概
念
に
つ
い
て
の
解
説
が
書
か
れ
て
い
た
。
我
妻
栄
、
宮
沢
俊
義
の

責
任
編
集
に
な
る
『
六
法
全
書　

昭
和
二
十
九
年
版
』（
有
斐
閣
、
一
九

五
四
年
）
の
刑
法
同
条
の
箇
所
に
は
、「〔
窃
盜
〕
他
人
之
財
物

0

0

ヲ
竊
取
シ

タ
ル
者
ハ
竊
盜
ノ
罪
ト
爲
シ
十
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス
」（
一
八
五
四

頁
）
と
あ
る
。『
近
代
法
の
常
識
』
の
初
版
は
一
九
六
〇
年
で
あ
る
か

ら
、
伊
藤
正
己
が
目
に
し
た
条
文
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。「
施
行　

明
治
四

一
・
一
〇
・
一
（
明
治
四
一
勅
一
六
三
）」（
一
八
三
三
頁
）
と
あ
る
。
そ

れ
以
前
、
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）
に
施
行
さ
れ
た
旧
刑
法
の
該
当

箇
所
と
思
わ
れ
る
第
三
六
六
条
に
は
「
人
ノ
所
有
物

0

0

0

ヲ
窃
取
シ
タ
ル
者
ハ

窃
盗
ノ
罪
ト
為
シ
二
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
ス
」（
我
妻
栄
編

集
代
表
『
旧
法
令
集
』
│
│
同
書
に
つ
い
て
は
か
つ
て
愛
知
大
学
教
養
部

で
「
社
会
科
学
概
論
」
を
講
ぜ
ら
れ
、
現
在
は
弁
護
士
と
し
て
活
動
し
て

お
ら
れ
る
青
木
榮
一
先
生
よ
り
先
年
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感

謝
す
る
も
の
で
あ
る
│
│
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
、
四
四
二
頁
）
と
あ

り
、「
財
物
」
で
は
な
く
「
所
有
物
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
『
近

代
法
の
常
識
』
に
よ
れ
ば
、「
民
法
に
物
と
は
有
体
物
で
あ
る
と
規
定
さ

れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
刑
法
上
の
『
財
物
』
も
や
は
り
同
じ
よ
う
に
解

釈
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。」（
三
十
頁

－

三
十
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

「
財
物
」
と
は
「
わ
れ
わ
れ
の
見
る
こ
と
、
触
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
」

（
三
十
頁
）、
つ
ま
り
感
覚
可
能
な
延
長
的
存
在
で
あ
る
。

　

法
的
に
は
「
財
物
」
は
「
財
産
犯
の
行
為
客
体
の
中
心
。」（
佐
藤
幸
治

他
編
『
コ
ン
サ
イ
ス
法
律
学
用
語
辞
典
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
三
年
、
六

一
二
頁
）
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
「
有
体
性
説
」（
同
書
、
一
五
八

七
頁
）
と
「
管
理
可
能
性
説
」（
同
書
、
二
四
三
頁
）
の
二
つ
が
あ
り
、

伊
藤
正
己
は
前
者
に
立
つ
わ
け
で
あ
る
。「
物
は
広
く
は
有
体
物
・
無
体

物
を
含
む
」（
我
妻
栄
編
『
新
版　

新
法
律
学
辞
典
』
有
斐
閣
、
一
九
六

七
年
、
一
一
八
〇
頁
）
で
あ
る
か
ら
、
有
体
物
の
み
を
「
財
物
」
と
す
る

立
場
に
立
て
ば
、
単
に
「
所
有
物
」
と
す
る
よ
り
概
念
が
明
確
化
さ
れ
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
財
物
」
と
「
所
有
物
」
の
原
語
は
よ
く
分

か
ら
な
い
が
、
英
語
で
は‘property’

が
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か

（
菊
地
義
明
『
契
約
・
法
律
用
語
英
和
辞
典
』〔
コ
ン
パ
ク
ト
版
〕 

Ｉ
Ｂ
Ｃ

パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、
二
〇
〇
八
年
、
三
七
五
頁
）。
と
す
れ
ば
一
層
そ
の

感
は
深
く
な
る
。‘property’

な
ら
ば
語
義
は‘som

ething ow
ned’

（
前
掲
Ｃ
．Ｏ
．Ｄ
．、
一
〇
九
七
頁
）
で
あ
る
。
単
な
る
翻
訳
で
あ
れ
ば
「
所

有
物
」
の
域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。「
所
有
物
」
か
ら
「
財
物
」
へ
の
移



（18）

ヴァニョーニ述『天主教要解略』訳注（十二）

111

行
に
は
、
別
系
統
の
法
律
学
の
知
識
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
て
初
め
て
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

何
故
、
明
治
に
編
纂
さ
れ
た
刑
法
に
「
財
物
」
が
用
い
ら
れ
た
の
か
。

江
戸
時
代
に
は
日
本
で
は
「
明
律
」
が
研
究
さ
れ
、
代
表
的
な
も
の
と
し

て
荻
生
徂
徠
の
『
明
律
國
字
解
』
な
ど
の
よ
う
な
成
果
が
出
て
い
る
。
淺

井
虎
夫
「
明
律
ニ
就
テ
」
に
よ
れ
ば
、「
明
律
ハ
德
川
時
代
ノ
學
者
ノ
熱

心
硏
究
ス
ル
所
ト
ナ
リ
之
カ
爲
ニ
明
律
ニ
關
ス
ル
著
書
ノ
見
ハ
レ
タ
ル
モ

ノ
亦
鮮
少
ナ
ラ
ス
而
シ
テ
幕
府
ハ
更
ナ
リ
列
藩
ノ
中
往
々
學
者
ノ
說
ヲ
採

用
シ
明
律
ニ
ヨ
リ
テ
刑
法
ヲ
制
定
セ
シ
實
例
乏
シ
カ
ラ
ス
」（『
京
都
法
學

會
雜
誌
』
第
四
巻
第
四
号
、
一
九
〇
九
年
〔
明
治
四
十
二
年
〕、
一
二
八

頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
は
法
制
史
上
、
明
律
研
究
の
発
展
し
た

重
要
な
時
期
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
点
は
小
早
川
欣
吾
「
明
律
令
の
我
近

世
法
に
及
ぼ
せ
る
影

」（『
東
亞
人
文
學
報
』
第
四
巻
第
二
号
、
一
九
四

五
年
）
の
記
述
（
一
九
七
頁

－
二
〇
二
頁
）
及
び
奥
野
彦
六
『
徳
川
幕
府

と
中
国
法
』（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）
の
記
述
（
十
三
頁
）
と
大
筋
に

お
い
て
共
通
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
淺
井
虎
夫
の
「
要
ス
ル
ニ

明
律
ノ
德
川
時
代
ノ
刑
法
ニ
及
ホ
セ
ル
影

ハ
猶
唐
律
疏
義
ノ
大
寶
律
疏

ニ
於
ケ
ル
カ
如
シ
」（
一
二
八
頁
）
と
い
う
見
解
は
議
論
の
分
か
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、
列
藩
の
一
つ
で
あ
る
尾
張
藩
の
御
文
庫
（
現
名
古
屋
市
蓬
左
文

庫
）
に
は
「
大
明
律
」
と
い
う
名
の
つ
い
た
舶
来
の
も
の
が
三
種
あ
る

（『
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
漢
籍
分
類
目
録
』、
五
十
二
頁
）。
胡
瓊
集
解
の
も

の
、
趙
浚
等
解
の
も
の
、
嘉
靖
二
十
九
年
官
撰
の
も
の
で
あ
る
。
前
二
者

は
駿
河
御
譲
本
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
駿
河
御
譲
本
の
二
種
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
第
一
冊
に
つ
い
て
二
〇
一
三
年
六
月
二
十
二
日
、
二
十
六
日
、
七

月
十
八
日
の
三
回
に
わ
た
り
特
別
利
用
の
許
可
を
得
て
原
本
を
直
接
閲
覧

す
る
こ
と
が
出
来
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。（
胡
瓊
集
解
に

つ
い
て
は
二
十
六
日
の
み
）。
そ
し
て
嘉
靖
二
十
九
年
官
撰
の
原
本
も
目

に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
趙
浚
等
解
の
も
の
は
朝
鮮
本
で
希
代
の
美
本
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
金
属
活
字
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
中

樞
院
調
査
課
編
『
校
訂　

大
明
律
直
解
』（
朝
鮮
總
督
府
中
樞
院
、
一
九

三
六
年
）
の
「
附
録　

大
明
律
直
解
解
說
」
が
教
え
る
と
こ
ろ
（
十
五
頁

－

十
六
頁
）
に
よ
れ
ば
内
閣
文
庫
に
も
朝
鮮
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
の
で
、
同
年
七
月
四
日
に
内
閣
文
庫
を
訪
ね
同
書
の
原
本
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
出
来
た
。
蓬
左
文
庫
本
に
比
べ
紙
質
と
印
刷
が
良
く
な
く
文
字
の

外
観
が
や
や
異
な
り
、
金
祇
の
跋
文
の
一
行
当
り
の
字
数
が
異
な
っ
て
い

る
。
と
い
う
よ
り
も
、
蓬
左
文
庫
本
は
行
数
は
十
行
で
あ
る
が
、
一
行
当

り
の
文
字
の
数
が
他
の
箇
所
に
お
い
て
も
不
揃
い
で
あ
る
。
明
ら
か
に
両

者
は
異
な
る
版
で
あ
る
。
内
閣
文
庫
本
は
別
系
統
の
朝
鮮
活
字
本
で
あ
る

か
、
或
い
は
そ
れ
に
似
せ
て
日
本
で
作
成
さ
れ
た
木
版
本
の
可
能
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
断
言
を
憚
る
。

　

と
も
あ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
日
本
の
中
央
と
地
方
の
双
方
と
で
明
律
研

究
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
そ
の
蓄
積
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
法
律
作

成
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ぬ
は
ず
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
明
治
期
の
日
本

の
刑
法
の
編
纂
者
に
は
こ
の
よ
う
な
『
明
律
』
研
究
の
伝
統
が
継
承
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
『
明
律
』
に
は
、
巻
第
一
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「
名
例
律
」
の
中
の
「
常
赦
所
不
原
」、「
老
小
廃
疾
収
贖
」、
巻
第
七
「
戸

律
四
」
の
中
の
「
損
壊
倉
庫
財
物

0

0

」、「
擬
断
贓
罰
不
当
」、「
守
掌
在
官
財0

物0

」、「
隠
瞞
入
官
家
産
」、
巻
第
十
八
「
刑
律
一
」
の
中
の
「
盗
内
府
財0

物0

」、「
白
昼
搶
奪
」、「
竊
盗
」、「
親
属
相
盗
」、「
恐
嚇
取
財
」、「
詐
欺
官

私
取
財
」、
巻
第
二
十
三
「
刑
律
六
」
の
中
の
「
坐
贓
致
罪
」、「
在
官
求

索
借
貸
人
財
物

0

0

」、「
家
人
求
索
」、「
風
憲
官
吏
犯
贓
」、「
因
公
擅
科
斂
」、

「
私
受
公
侯
財
物

0

0

」、「
官
吏
聴
許
財
物

0

0

」、
並
び
に
「
問
刑
條
例
」
の
中
の

「
守
掌
在
官
財
物

0

0

條
例
」、「
盗
内
府
財
物

0

0

條
例
」、「
白
昼
搶
奪
條
」、「
親

属
相
盗
條
例
」、「
恐
嚇
取
財
條
例
」、「
詐
欺
官
私
取
財
條
例
」
の
項
目
名

或
い
は
条
文
や
そ
の
注
の
箇
所
に
「
財
物
」
の
語
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
、「
竊
盗
」
の
条
は
「
凡
竊
盗
而
已
行
亦
不
得
財
、
笞
五

十
、
免
刺
。
但
得
罪
者
、
以
一
主
爲
重
、
併
贓
論
罪
。
爲
從
者
、
各
減
一

等
。」（
懷
效
鋒
點
校
『
大
明
律
』
遼
瀋
書
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
四
〇

頁
）
と
あ
り
、
注
に
「
以
一
主
爲
重
、
謂
如
盗
二
家
財
物

0

0

、
從
一
家
贓
多

者
科
罪
。
併
贓
論
、
謂
如
十
人
共
盗
一
家
財
物

0

0

、
計
贓
四
十
貫
、
雖
各
分

得
四
貫
、
通
算
作
一
處
、
其
十
人
各
得
四
十
貫
之
罪
。
造
意
者
爲
首
、
該

杖
一
百
；
椪
人
爲
從
、
各
減
一
等
、
止
杖
九
十
之
類
。
椪
條
准
此
。」（
同

書
、
同
頁
）
と
あ
る
。
徹
底
し
た
罪
刑
法
定
主
義
が
貫
か
れ
て
い
る
。
更

に
、
こ
れ
と
関
係
す
る
「
恐
嚇
取
財
」
の
条
に
は
「
凡
恐
嚇
取
人
財
物

0

0

者
、
計
贓
、
准
竊
盗
論
、
加
一
等
、
免
刺
。」（
同
書
、
一
四
二
頁
）
と
あ

る
。
教
要
解
略
中
の
「
國
法
直
戒
外
行
」（
二
十
五
葉
表
）
の
語
句
が
実

質
的
な
重
み
を
帯
び
て
来
る
。

　

そ
れ
で
は
『
唐
律
』
で
は
ど
う
な
の
か
。『
唐
律
』
第
十
九
巻
「
賊

盗
」
に
は
「
恐
喝
取
人
財
物

0

0

」
の
条
が
あ
り
、
条
文
に
は
「
諸
恐
喝
取
人

財
物

0

0

者
、
準
盗
論
加
一
等
；
雖
不
足
畏
忌
、
財
主
懼
而
自
與
、
亦
同
。」

（
薛
允
升
撰
、
懷
效
鋒
、
李
鳴
點
校
『
唐
明
律
合
編
』
法
律
出
版
社
、
一

九
九
九
年
、
五
〇
九
頁
）
と
あ
る
。
そ
の
二
つ
前
の
「
監
臨
主
守
自
盗
」

の
条
で
も
「
諸
監
臨
主
自
盗
及
盗
所
監
臨
財
物

0

0

者
、
加
凡
盗
二
等
、
三
十

疋
絞
。」（
同
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
条
文
の
中
に
「
財
物
」
と
い
う
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
条
文
の
「
財
物
者
」
の
下
に
は
「
若
親
王
財
物

0

0

而
監
守

自
盗
、
亦
同
。」
と
い
う
注
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、「
財
物
」
と

い
う
語
は
つ
と
に
『
唐
律
』
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、『
唐
律
』
巻
十
九
の
「
恐
喝
取
人
財
物
」
の
条
は
一
九
一
一
年
（
明

治
四
十
一
年
）
施
行
の
刑
法
第
二
三
五
条
の
条
文
の
下
敷
き
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
の
当
時
の
刑
法
編
纂
者
に
は
『
明

律
』
は
言
う
に
及
ば
ず
、『
唐
律
』
に
関
す
る
知
識
ま
で
備
わ
っ
て
い
た

と
推
測
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

　

奥
野
彦
六
『
徳
川
幕
府
と
中
国
法
』
に
よ
れ
ば
、「
…
大
切
な
こ
と

は
、
威
嚇
主
義
を
主
要
な
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
に
与
え
る
刑
罰
を
蔭
に

か
く
し
て
、
こ
れ
を
秘
密
に
し
て
お
く
根
本
理
念
が
次
第
に
後
退
し
、
之

に
代
っ
て
刑
罰
を
明
定
す
る
風
潮
、
罪
刑
法
定
主
義
が
擡
頭
す
る
機
運
が

醸
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
」（
七
十
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
律
や
唐
律

に
つ
い
て
の
知
識
の
蓄
積
は
罪
刑
法
定
主
義
の
意
識
の
高
ま
り
へ
と
展
開

し
て
行
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
の
知
識
と
意
識
が
相
い

俟
っ
て
明
治
日
本
の
刑
法
の
編
纂
に
つ
な
が
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
旧
刑
法
の
「
所
有
物
」
か
ら
刑
法
の
「
財
物
」
へ
の
移
行
に
は
そ
の
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よ
う
な
概
念
解
釈
の
道
筋
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

ま
し
て
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
口
述
を
筆
記
し
た
明
末
中
国
の
知
識
人
は
明

律
施
行
の
世
に
生
き
て
い
る
。「
財
物
」
と
い
う
語
は
日
常
生
活
の
中
で

口
の
端
に
の
ぼ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
財
物
」
が
「
盗
」
と
い
う
外
的

行
為
の
対
象
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前
に
そ
れ
は
「
貪
」
と
い
う

内
的
行
為
の
対
象
と
し
て
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。‘bona’

を
「
財
物
」

と
明
末
の
知
識
人
が
訳
す
の
は
理
の
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
中
国
の
伝
統
的
な
法
制
度
へ
の
確
か
な
知
識
を
土
台
に

し
て
初
め
て
こ
の
第
十
戒
の
訳
文
は
生
ま
れ
出
た
こ
と
に
な
る
。

　

教
要
解
略
で
は
こ
の
第
十
戒
を
「
國
法
」
と
の
対
比
で
取
り
上
げ
る
。

法
の
法
た
る
所
以
は
伊
藤
『
近
代
法
の
常
識
』
に
よ
れ
ば
強
制
力
を
持
つ

こ
と
並
び
に
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
（
六
十
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
近

代
法
と
前
近
代
の
法
と
の
差
異
を
超
え
て
共
通
す
る
法
の
本
質
に
関
わ
る

こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
違
反
者
に
対
し
て
制
裁
を
加

え
る
権
威
的
な
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
外
的
行
為
に
対
し

て
制
裁
を
加
え
る
者
が
地
上
の
権
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
内
的
行
為
に
対
し

て
制
裁
を
加
え
る
者
は
天
上
の
権
威
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
要
解
略

の
文
は
地
上
の
権
力
を
後
景
に
し
て
天
上
の
権
威
が
聳
立
し
て
い
る
こ
と

を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
だ
。「
國
法
」
と
い
う
地
上
的
権
威
を
超
え
て

天
上
の
永
遠
不
変
の
権
威
へ
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
次
に
パ
ン
ト
ー
ハ
『
七
克
』
巻
之
三
「
解
貪
第
三
」
に
つ
い
て
取

り
上
げ
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
こ
れ
は
第
十
戒
の
詳
細
な
解
説
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
冒
頭
の
本
文
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　

貪
吝
者
何
。
無
度
之
財
願
也
。
天
壤
中
物
。
皆
貪
心
所
願
得
也
。
故

皆
引
其
貪
。
貪
心
不
曰
深
哉
。
凡
情
早
發
晩
息
者
。
莫
如
財
貪
。
試

幼
稚
之
人
。
他
情
未
發
。
而
侖
知
求
得
求
多
也
。
老
耄
之
人
。
他
情

倶
息
。
貪
心
愈
深
（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
『
天
學
初
函
』「
七

克　

二
」〔
以
下
、
同
じ
〕
巻
之
三
、
一
葉
表
）。

　

財
欲
は
人
間
の
最
も
早
い
段
階
に
生
じ
老
い
て
ま
す
ま
す
強
く
な
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
　

世
富
之
路
甚
狹
。
如
円
人
相
遇
穴
中
。
非
彼
退
。
我
不
得
進
。
世
富

最
貧
。
如
一
物
而
円
人
交
欲
得
之
。
非
是
人
無
我
不
得
有
。
非
多
人

貧
。
我
不
得
富
。
惟
德
最
富
。
欲
取
者
。
倶
取
而
不
減
。
其
路
最

寛
。
欲
行
者
。
倶
容
而
不
相
觸
（
同
巻
、
五
葉
裏

－

六
葉
表
）。

　

世
の
富
へ
の
道
は
闘
争
で
あ
る
。
勝
者
の
み
が
富
を
獲
得
し
、
敗
者
は

貧
し
く
な
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
徳
へ
の
道
は
平
和
に
し
て
勝
者
も
敗
者
も

な
く
、
求
め
る
者
は
だ
れ
で
も
徳
を
享
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
地
上
の
富
は
有
限
で
あ
る
。
こ
れ
を
獲
得
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

必
然
的
に
争
い
が
生
じ
、
少
数
の
勝
者
に
富
が
集
中
し
、
敗
者
は
貧
困
の

苦
し
み
に
置
か
れ
る
矛
盾
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

鳥
獸
無
人
靈
。
其
情
欲
有
節
。
能
以
所
須
定
所
取
。
師
虎
鷙
鳥
。
餓

則
搏
。
不
則
止
矣
。
苟
欲
得
爲
得
。
以
物
欲
稱
量
物
取
。
物
欲
無

0

0

0

限0

。
物
取
安
所
底
止
而
能
足
乎

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
勿
論
世
間
所
有
簡
微
物
。
侖
盡
天

帝
所
能
造
物
。
不
盈
一
夫
一
念
之
貪
也
。
矧
簡
微
世
以
盈
衆
貪
哉

（
同
巻
、
十
葉
表
）。

　

動
物
は
本
能
に
従
っ
て
生
き
、
生
存
欲
は
常
に
一
定
に
調
節
さ
れ
て
い
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る
。
し
か
し
、
人
間
の
「
物
欲
」
は
無
限
に
自
己
増
殖
し
止
ま
る
と
こ
ろ

を
知
ら
な
い
。
地
上
の
物
は
す
べ
て
神
の
被
造
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
の
す
べ
て
を
も
っ
て
し
て
も
一
人
の
人
間
の
欲
望
を
も
つ
い
に
満
た

し
得
な
い
と
い
う
凄
ま
じ
い
欲
望
の
現
実
が
あ
る
。

　
　

夫
物
欲
與
物
齊
乃
足
矣
。
故
人
心
之
足
。
不
在
多
得
。
在
得
所
欲

得
。
夫
欲
無
限
。
物
有
限
。
不
能
增
物
以
及
欲
。
豈
不
能
減
欲
以
及

物
。
是
以
爾
願
爲
富
足
。
勿
務
增
財
。
務
減
貪
。
爾
財
物
不
足
爾
。

使
爾
足
爾
財
物
。
不
能
令
物
及
爾
願
。
曷
不
令
爾
願
不
過
物
乎
。

（
同
巻
、
十
葉
裏
│
│
後
ろ
の
二
句
は
学
生
書
局
本
に
よ
っ
て
補
っ

た
）。

　

目
に
見
え
な
い
無
限
の
欲
望
を
目
に
見
え
る
有
限
の
「
財
物
」、
す
な

わ
ち
富
と
調
和
さ
せ
る
に
は
富
を
増
大
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
欲
望
を
現

存
す
る
富
に
合
わ
せ
て
有
限
化
す
る
し
か
道
は
な
い
。

　

で
は
こ
の
世
界
に
は
何
故
、
富
と
貧
し
さ
が
混
在
し
て
い
る
の
か
。

　
　

升
天
之
路
非
一
也
天
主
。
貧
爾

0

0

。
欲
爾
以
貧
忍
功
受
報
矣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
富
爾

0

0

。

欲
爾
以
周
貧
功
受
報
矣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
是
以
天
主
富
爾
。
非
欲

爾
德
。
正
欲
成

爾
德
。
命
爾
周
貧
。
豈
徒

彼
貧
患
。
尤
欲

爾
罪

0

0

0

患
也
。
但
爾
須

悛
攺
舊
惡
。
乃
能
以
周
貧
之
功

0

0

0

0

0

0

0

。
動
天
主
之
慈
而
赦
罪

0

0

0

0

0

0

0

0

矣
。
若
罪
惡

如
故
。
是
以
巳
物
奉
天
主
。
以
巳
奉
罪
也
。
能
以
財
施

天
主
之
直

義
。
而
免
罪
刑
哉
（
同
巻
、
二
十
二
葉
表
裏
）。

　

富
や
貧
し
さ
は
個
人
の
行
為
に
対
す
る
報
い
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
。
そ
れ
で
は
富
や
貧
し
さ
が
そ
の
人
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
と

な
り
、
富
や
貧
し
さ
そ
れ
自
身
が
道
徳
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
結
果
へ
の
応
答
で
は
な
く
、
結
果
に
導
く
過
程
と
し
て
絶
対
的
人

格
よ
り
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
貧
し
さ
が
与
え
ら
れ
る
の
は
そ
れ
を

通
し
て
忍
耐
を
学
ぶ
た
め
で
あ
る
。
富
が
与
え
ら
れ
る
の
は
そ
れ
に
よ
っ

て
慈
善
活
動
を
行
な
い
、
自
ら
の
罪
を
絶
対
的
人
格
な
る
存
在
に
よ
っ
て

赦
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
　

世
財
非
我
財
。
惟
經
我
手
。
先
曾
已
經
多
人
。
乃
今
及
我
。
亟
用
以

敬
天
主
。
周
人

0

0

。
遷
善

0

0

。
則
我
財
也
。
匿
而
不
用
。
旋
屬
他
人
。
豈

我
財
哉
（
同
巻
、
六
葉
裏
）。

　

慈
善
活
動
は
罪
を
赦
さ
れ
る
た
め
の
「
改
過
」
の
業
と
し
て
あ
る
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
は
善
行
の
実
践
、
す
な
わ
ち
「
遷
善
」
で
も
あ
る
。
要
す

る
に
、
慈
善
行
為
は
明
末
の
「
無
善
無
悪
」
の
思
想
と
対
極
的
な
位
置
に

あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
東
林
派
の
思
想
に
系
列
す
る
「
遷
善
改
過
」

の
業
と
し
て
伝
統
的
儒
教
の
枠
組
に
お
い
て
積
極
的
な
意
義
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
（「
遷
善
改
過
」
と
い
う
語
は
明
末
の
カ
ト
リ
ッ
ク
士
人
徐
光

啓
の
一
六
一
六
年
〔
万
歴
四
十
四
年
〕
の
「
辨
學
章
疏
」
中
に
「
其
說
…

以
0

善
改

0

0

過0

爲
入
門
」（
王
重
民
輯
校
『
徐
光
啓
集　

下
冊
』
上
海
古
籍

出
版
社
、
四
三
二
頁
）
と
い
う
形
で
出
て
来
る
）。

　
『
七
克
』
の
こ
れ
ら
の
主
張
は
官
僚
で
も
あ
り
、
地
主
で
も
あ
っ
た
明

末
の
士
大
夫
知
識
人
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
も
適
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
銀
経
済
の
浸
透
に
よ
っ
て
地
主
層
は
苦
悩
を
味
わ
わ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
小
地
主
と
大
地
主
と
の
間
の
争
い
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
産
業
革
命
は
る
か
以
前
の
時
代
の
こ
と
と
て
生
産
力
を
飛

躍
的
に
向
上
さ
せ
て
富
の
増
産
に
努
め
る
た
め
の
条
件
も
整
っ
て
は
い
な
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い
。
既
存
の
地
位
、
名
誉
、
財
産
が
功
過
格
思
想
や
善
書
運
動
に
よ
っ
て

道
徳
的
価
値
を
賦
与
さ
れ
正
当
化
さ
れ
る
状
況
下
で
、
不
安
定
な
生
存
を

生
き
ざ
る
を
得
な
い
明
末
の
知
識
人
は
道
徳
的
再
生
を
求
め
て
自
己
の
存

在
理
由
に
光
を
投
げ
か
け
る
思
想
に
渇
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
明
末
の
士
大
夫
に
第
十
戒
を
中
心
に
し
て
広
が
る
節
欲
の
思
想
は
不

確
か
な
時
代
に
歩
む
べ
き
確
か
な
方
向
性
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

知
識
人
官
僚
は
地
主
で
も
あ
る
。

　
　

西
有
尊
者
。
僕
役
甚
衆
。
家
令
請
曰
。
役
太
衆
。
請
擇
其
有
用
者
。

餘
罷
遣
之
。
因
兩
藉
其
名
以
進
。
主
閱
竟
。
曰
。
此
有
用
者
。
我
須

彼
。
此
無
用
者
。
彼
須
我
。
悉
留
不
遣
（
同
巻
、
二
十
葉
表
）。

　

地
主
と
し
て
家
内
奴
隷
に
対
し
て
い
か
に
接
す
る
か
は
、
一
家
の
盛
衰

に
関
わ
る
。『
七
克
』
は
「
僕
役
」、
す
な
わ
ち
家
内
奴
隷
を
解
雇
す
る
こ

と
に
抑
制
を
か
け
よ
う
と
す
る
。
奴
変
が
稀
で
は
な
か
っ
た
明
末
清
初
の

時
代
、
地
主
に
と
っ
て
家
内
奴
隷
の
処
遇
は
死
活
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の

問
題
に
西
洋
に
場
を
借
り
て
一
つ
の
答
え
を
与
え
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
奴
僕
へ
の
温
情
的
な
態
度
は
溝
口
雄
三
『
中
国
前

近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）
の
中

の
「
明
末
清
初
に
お
け
る
継
承
と
屈
折
」
に
よ
れ
ば
、「
い
ま
、
東
林
派

人
士
や
そ
の
周
辺
の
中
小
地
主
層
が
奴
僕
に
対
し
て
開
明
的
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
佃
戸
層
に
対
し
て
も
借
金
の
棚
上
げ
や
小
作
料
の
軽
減
な
ど
救
済

を
施
す
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。」（
同
書
、
二
三
二
頁
）
と
あ
る
よ

う
に
、
東
林
派
と
呼
ば
れ
得
る
立
場
の
人
た
ち
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
の
一

つ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

施
恩
者
。
宜
視
所
施
人
及
所
施
物
也
。
物
勿
全
施
一
人
。
宜
及
多

人
。
先
巳
後
人
。
先
親
後
疎
。
先
善
者
。
後
惡
者
（
同
巻
、
二
十
葉

裏
）。

　

地
主
と
し
て
慈
善
活
動
を
行
な
う
場
合
、
特
定
の
個
人
に
集
中
さ
せ
る

の
で
は
な
く
、
広
範
囲
の
人
々
に
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
儒
教

の
教
え
る
と
こ
ろ
の
家
族
倫
理
に
従
っ
て
秩
序
だ
て
て
行
な
う
よ
う
に
す

べ
き
で
あ
る
と
勧
め
る
。
誰
に
も
平
等
に
分
け
隔
て
な
く
行
な
う
の
で
は

な
く
、
身
内
に
は
厚
く
他
人
に
は
薄
く
行
な
う
よ
う
に
親
親
差
等
の
愛
を

説
く
の
で
あ
る
。
第
十
戒
の
広
が
り
の
中
に
位
置
す
る
慈
善
活
動
を
儒
教

倫
理
に
基
づ
い
て
展
開
す
る
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
明
末

の
官
僚
地
主
層
は
具
体
的
な
指
針
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
慈
善
活

動
は
半
歩
に
せ
よ
前
に
踏
み
出
す
可
能
性
が
増
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　

人
皆
天
主
子
也
。
天
主
所
與
世
財
。
則
足

世
人
有
餘
矣
。
惟
爾
以

貪
擅
之
。
以
吝
靳
固
之
。
不
聽
天
主
周
人
之
命
。
果
天
主
所
與
不
足

耶
。
爾
貪
吝
有
餘
耶
。
彼
貧
者
饑
寒
。
爾
有
餘
財
。
當
衣
食
之
。
不

衣
不
食
而
死
。
則
爾
殺
之
。
帝
必
責
爾
償
焉
（
同
巻
、
二
十
三
葉
裏

－

二
十
四
葉
裏
│
│
最
後
の
句
は
学
生
書
局
本
を
も
っ
て
補
っ
た

│
│
）。

　

人
は
み
な
大
い
な
る
絶
対
的
人
格
に
と
っ
て
子
と
し
て
存
在
す
る
。
地

上
の
富
は
世
の
人
々
を
救
っ
て
余
り
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
貧
し
い

人
々
が
飢
え
凍
え
る
現
実
は
富
の
所
有
者
が
貪
欲
に
囚
わ
れ
て
こ
れ
を
分

か
ち
与
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
貧
し
い
人
が
着
る
も
の
と
て
な
く
飢
え
て



（23）

愛知大学　言語と文化　No. 29

106

地
上
の
生
を
終
え
る
の
は
、
富
め
る
者
が
拱
手
傍
観
す
る
か
ら
で
あ
る
。

大
い
な
る
絶
対
的
人
格
は
そ
の
責
任
を
求
め
ず
に
は
お
か
な
い
。

　

こ
れ
は
明
末
と
い
う
時
代
、
知
識
人
と
い
う
立
場
、
官
僚
や
地
主
と
い

う
身
分
を
超
え
て
す
べ
て
の
時
代
の
す
べ
て
の
人
々
へ
投
げ
か
け
ら
れ

た
、『
七
克
』
譔
述
者
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
パ
ン
ト
ー
ハ
の
み
な
ら
ず

較
梓
者
の
カ
ト
リ
ッ
ク
士
人
楊
廷
筠
の
地
上
に
天
の
正
義
を
実
現
せ
ず
ん

ば
や
ま
ぬ
魂
の
奥
底
か
ら
の
叫
び
で
あ
っ
た
ろ
う
。
明
末
の
知
識
人
は
こ

の
言
葉
の
前
に
全
存
在
を
内
側
か
ら
揺
り
動
か
さ
れ
る
衝
撃
を
味
わ
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
続
）。
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